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特
定
秘
密
保
護
法
に
関
す
る
一
考
察

韓

永

學

一

序

国
会
は
二
〇
一
三
年
一
二
月
六
日
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
特
定
秘
密
保
護
法
）
を
制
定
し
た
（
一
二
月
一
三
日

公
布
、
一
年
以
内
施
行
）。
特
定
秘
密
保
護
法
は
、
日
本
の
安
全
保
障
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
特
に
秘
匿
を
要
す
る
も
の
を
「
特
定
秘
密
」

と
し
て
指
定
し
て
保
護
し
、
こ
れ
を
漏
洩
し
た
者
を
厳
罰
（
最
高
懲
役
一
〇
年
）
に
処
す
る
こ
と
を
骨
子
と
す
る
。
こ
こ
で
特
定
秘
密
と

し
て
指
定
で
き
る
情
報
は
、
①
防
衛
に
関
す
る
事
項
、
②
外
交
に
関
す
る
事
項
、
③
特
定
有
害
活
動
の
防
止
に
関
す
る
事
項
、
④
テ
ロ
リ

ズ
ム
の
防
止
に
関
す
る
事
項
の
大
き
く
四
分
野
で
あ
る
。

過
去
、
日
本
は
神
権
的
天
皇
制
支
配
体
制
を
正
当
化
す
る
明
治
憲
法
の
下
、
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
に
至
る
ま
で
軍
事
機
密
を
中
心
に
徹
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底
し
た
国
家
機
密
保
護
体
制
を
保
持
し
て
い
た
。
ま
ず
、
軍
機
保
護
法
（
一
八
九
九
年
制
定
、
一
九
三
七
年
改
正
）
は
軍
事
上
の
秘
密
を
、

「
作
戦
、
用
兵
、
動
員
、
出
師
其
ノ
他
軍
事
上
秘
密
ヲ
要
ス
ル
事
項
又
ハ
図
書
物
件
」
と
定
義
し
（
第
一
条
）、
こ
れ
を
業
務
上
知
得
・
領

有
し
た
者
が
公
開
ま
た
は
外
国
に
漏
洩
す
る
行
為
を
最
高
死
刑
に
処
し
た
（
第
三
条
第
二
項
）。
ま
た
、
旧
刑
法
（
一
八
八
〇
年
制
定
、
一

九
〇
七
年
改
正
）
第
八
五
条
、
陸
軍
刑
法
（
一
八
八
一
年
制
定
、
一
九
〇
八
年
改
正
）
第
二
七
条
、
海
軍
刑
法
（
一
八
八
一
年
制
定
、
一

九
〇
八
年
改
正
）
第
二
二
条
は
共
通
的
に
間
諜
罪
及
び
敵
国
に
対
す
る
軍
事
機
密
漏
洩
罪
を
最
高
死
刑
に
処
し
た
。
さ
ら
に
、
国
防
保
安

法
（
一
九
四
一
年
制
定
）
は
国
家
機
密
を
「
国
防
上
外
国
ニ
対
シ
秘
匿
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
外
交
、
財
政
、
経
済
其
ノ
他
ニ
関
ス
ル
重
要

ナ
ル
国
務
ニ
係
ル
事
項
ニ
シ
テ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
及
之
ヲ
表
示
ス
ル
図
書
物
件
」
と
定
義
し
（
第
一
条
）、
こ
れ
を
業
務
上

知
得
・
領
有
し
た
者
が
外
国
に
漏
洩
・
公
開
す
る
行
為
を
最
高
死
刑
に
処
し
（
第
三
条
）、
軍
事
資
源
秘
密
保
護
法
（
一
九
三
九
年
制
定
）

は
軍
事
資
源
秘
密
を
外
国
に
漏
洩
・
公
開
す
る
目
的
で
探
知
・
収
集
し
た
者
を
一
〇
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
た
（
第
一
一
条
）。
加
え
て
、

新
聞
紙
法
（
一
九
〇
九
年
制
定
）
は
陸
軍
・
海
軍
大
臣
、
外
務
大
臣
に
対
し
各
々
軍
事
、
外
交
に
関
す
る
事
項
の
掲
載
禁
止
・
制
限
命
令

権
を
付
与
し
た
（
第
二
七
条
）。
以
上
の
よ
う
な
国
家
機
密
法
制
は
当
時
、
治
安
維
持
法
（
一
九
二
五
年
制
定
）
に
代
表
さ
れ
る
各
種
治
安
・

警
察
法
制
、
新
聞
紙
法
、
出
版
法
（
一
八
九
三
年
制
定
）
等
の
言
論
法
制
と
と
も
に
、
軍
国
主
義
思
想
の
確
立
と
情
報
統
制
体
制
の
構
築

に
力
点
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

戦
後
、
日
本
は
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
主
導
の
下
、
軍
国
主
義
の
解
体
と
民
主
化
を
旗
印
に
上
記
し
た
国
家
機
密
法
制
及

び
関
連
規
定
を
廃
止
す
る
一
方
、
フ
レ
ー
ム
シ
フ
ト
に
応
じ
て
国
民
主
権
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
平
和
主
義
を
盛
り
込
ん
だ
現
行
憲
法

を
制
定
し
た
（
一
九
四
六
年
）。
し
か
し
、
国
家
公
務
員
法
（
一
九
四
八
年
制
定
）
に
よ
る
国
家
公
務
員
の
守
秘
義
務
（
第
一
〇
〇
条
）
に

裏
打
ち
さ
れ
た
行
政
秘
密
制
度
は
別
に
し
て
も
、
そ
の
後
自
衛
隊
の
創
設
（
一
九
五
四
年
）
と
日
米
安
保
条
約
（
一
九
五
二
年
）
に
基
づ

き
防
衛
秘
密
中
心
の
一
定
の
国
家
機
密
法
制
が
確
立
し
た
。
す
な
わ
ち
、
自
衛
隊
法
（
一
九
五
四
年
制
定
）
は
自
衛
隊
員
の
守
秘
義
務
（
第
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五
九
条
）、
日
米
安
保
条
約
特
別
法
（
一
九
五
二
年
制
定
）
は
米
軍
機
密
の
探
知
・
収
集
罪
（
第
六
〜
七
条
）、
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定

等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
（
同
、
以
下
、
Ｍ
Ｄ
Ａ
秘
密
保
護
法
）
は
「
防
衛
秘
密
」（
米
国
か
ら
供
与
さ
れ
た
装
備
品
等
に
関
す
る
事
項
）
の

探
知
・
収
集
・
漏
洩
罪
（
第
三
〜
五
条
）
等
を
規
定
し
て
各
々
刑
罰
で
担
保
し
た
。
そ
し
て
近
年
、
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
（
二
〇
〇

一
年
）
を
契
機
に
改
正
自
衛
隊
法
（
同
）
に
よ
る
「
防
衛
秘
密
」
制
度
の
新
設
（
第
九
六
条

１
）

の
二
）
に
続
き
、
日
米
間
の
包
括
的
秘
密
保

全
を
目
的
と
す
る
軍
事
情
報
包
括
保
護
協
定
の
締
結
（
二
〇
〇
七
年
）
等
防
衛
秘
密
保
護
体
制
が
強
化
さ
れ
た
。

こ
れ
ま
で
防
衛
秘
密
を
超
え
て
国
家
機
密
を
一
般
的
に
保
護
す
る
法
制
構
想
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
八
〇
年
代
、
自
衛
隊

員
が
旧
ソ
連
に
秘
密
文
書
を
漏
洩
し
た
い
わ
ゆ
る
「
自
衛
隊
ス
パ
イ
事
件
」（
一
九
八
〇
年
）
及
び
米
国
の
日
米
軍
事
同
盟
体
制
の
緊
密
化

要
請
を
機
に
、
中

根
康
弘
総
理
が
率
い
た
自
民
党
は
一
九
八
五
年
、
国
家
秘
密
を
「
防
衛
及
び
外
交
に
関
す
る
文
書
、
図
画
又
は
物
件

で
、
我
が
国
の
防
衛
上
秘
匿
す
る
こ
と
を
要
し
、
か
つ
、
公
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
」
と
定
義
し
（
第
二
条
）、
こ
れ
を
外
国
に
漏
洩
す
る

い
わ
ゆ
る
ス
パ
イ
行
為
等
を
最
高
死
刑
に
処
す
る
（
第
四
条
）
国
家
秘
密
に
係
る
ス
パ
イ
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
法
律
案
を
国
会
に
提

出
し
た
。
し
か
し
、
同
法
案
は
野
党
と
市
民
社
会
の
情
報
統
制
に
対
す
る
強
い
反
発
に
よ
り
廃
案
と
な
っ
た
。
自
民
党
は
一
九
八
六
年
、

同
法
案
に
多
少
修
正
を
加
え
た
防
衛
秘
密
に
係
る
ス
パ
イ
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
法
律
案
を
再
度
用
意
し
た
が
、
国
会
上
程
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
国
家
機
密
法
制
構
想
は
封
印
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
が
、
二
〇
〇
六
年
安
倍
晋
三
第
一
次
内
閣
当
時
、
内
閣
に
設
置
さ

れ
た
情
報
機
能
強
化
検
討
会
議
が
秘
密
保
全
法
制
の
検
討
の
必
要
性
を
提
起
し
た
。
同
時
に
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
カ
ウ
ン
タ
ー
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
推
進
会
議
が
カ
ウ
ン
タ
ー
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
能
強
化
に
関
す
る
基
本
方
針
を
提
示
し
、二
〇
〇
九
年
よ
り「
特
別
管
理

２
）

秘
密

に
係
る
基
準
」
の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
八
年
福
田
康
夫
政
権
期
に
秘
密
保
全
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
チ
ー
ム

（
内
閣
官
房
、
警
察
庁
、
外
務
省
、
防
衛
省
等
で
構
成
）が
発
足
し
、
二
〇
〇
九
年
麻
生
太
郎
政
権
期
に
後
に
特
定
秘
密
保
護
法
の
柱
と
な
っ
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た
内
容
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
民
主
党
へ
の
政
権
交
代
で
法
制
化
の
動
き
は
中
止
さ
れ
た
が
、
二
〇
一
〇
年
海
上
保
安
官
が

閣
諸
島
付
近
で
中
国
漁
船
に
よ
る
日
本
巡
視
船
衝
突
に
関
す
る
捜
査
資
料
と
し
て
海
上
保
安
庁
が
作
成
し
た
ビ
デ
オ
映
像
を
ユ
ー

チ
ュ
ー
ブ
に
流
出
し
た
事
件
を
契
機
に
政
府
が
設
置
し
た
秘
密
保
全
の
た
め
の
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
に
よ
り
再
開
さ
れ

た
。
同
会
議
は
二
〇
一
一
年
、
厳
格
な
保
全
措
置
の
対
象
と
す
る
、
特
に
秘
匿
を
要
す
る
秘
密
を
「
特
別
秘
密
」
と
定
義
し
、
対
象
分
野

と
し
て
大
き
く
三
つ
（
①
国
の
安
全
、
②
外
交
、
③
公
共
の
安
全
及
び
秩
序
の
維
持
）
を
摘
示
し
、
そ
の
漏
洩
行
為
等
に
刑
罰
（
上
限
は

懲
役
五
年
ま
た
は
一
〇
年
）を
科
す
こ
と
を
提
案
す
る
報
告
書
を
提
出

３
）

し
た
。
た
だ
、
政
府
は
こ
れ
を
受
け
て
法
案
提
出
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
結
局
、
二
〇
一
二
年
末
自
民
党
へ
の
政
権
復
元
に
よ
り
樹
立
し
た
安
倍
第
二
次
内
閣
は
、
上
述
の
よ
う
に
特
定
秘
密
保
護
法

案
を
用
意
し
成
立
を
み
た
。

一
方
、
特
定
秘
密
保
護
法
の
制
定
に
一
歩
先
駆
け
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
末
国
家
安
全
保
障
会
議
設
置
法
が
制
定
さ
れ
、
直
ち
に
国
家

安
全
保
障
会
議
が
発
足
し
た
（
二
〇
一
三
・
一
二
・
四
）。
国
家
安
全
保
障
会
議
は
四
大
臣
（
総
理
、
官
房
長
官
、
外
務
大
臣
、
防
衛
大
臣
）

会
合
を

４
）

中
核
と
す
る
政
府
の
外
交
・
安
全
保
障
の
司
令
塔
で
、
米
国
の
国
家
安
全
保
障
会
議
（N

a
tio
n
a
l
S
ecu

rity
C
o
u
n
cil

）
を
モ
デ

ル
と
し
た
も
の
で
、「
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
」と
呼
ば
れ
る
。
国
家
安
全
保
障
会
議
の
設
置
も
そ
の
端
緒
は
安
倍
第
一
次
内
閣
に
あ
る
。
安
倍
内

閣
は
二
〇
〇
七
年
、
外
交
・
安
全
保
障
戦
略
に
関
す
る
官
邸
の
迅
速
・
的
確
な
判
断
の
た
め
の
四
大
臣
会
合
等
の
設
置
を
提
案
し
た
国
家

安
全
保
障
に
関
す
る
官
邸
機
能
強
化
会
議
を
ベ
ー
ス
に
、
国
家
安
全
保
障
会
議
設
置
法
案
を
国
家
に
提
出
し
た
。
同
法
案
は
当
時
、
廃
案

と
な
っ
た
も
の
の
、
民
主
党
を
経
て
安
倍
第
二
次
内
閣
で
再
登
場
し
、
結
実
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
安
倍
内
閣
は
車
の
両
輪
と
し
て

位
置
付
け
た
特
定
秘
密
保
護
法
の
成
立
と
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
創
設
が
一
挙
に
現
実
し
た
こ
と
で
、
今
後
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
容
認
に
続

き
、
宿
願
で
あ
る
国
防
軍
の
創
設
（
自
衛
隊
の
明
白
な
軍
と
し
て
の
地
位
付
与
）
を
核
心
と
す
る
改
憲
論
議
を
活
発
化
さ
せ
る
公
算
か
大

き
い
。
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最
近
、
国
家
機
密
法
制
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
米
国
国
家
安
全
保
障
局
（N
a
tio
n
a
l
S
ecu

rity
A
g
en
cy
,
N
S
A

）
等
情
報
機
関

に
よ
る
一
般
市
民
の
個
人
情
報
の
大
量
収
集
や
外
国
首
脳
へ
の
盗
聴
問
題
等
の
一
連
の
機
密
活
動
が
示
唆
に
富
む
。
こ
の
問
題
は
、
国
家

機
密
の
存
在
意
義
や
表
現
の
自
由
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
基
本
的
人
権
と
の
関
係
を
改
め
て
問
い
直
す
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
も
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
国
家
機
密
に
関
す
る
憲
法
原
理
や
国
際
原
則
に
照
ら
し
、
特
定
秘
密
保
護
法
の
主
要
論
点
に
つ
い
て
批
判

的
に
検
討
す
る
。
特
定
秘
密
保
護
法
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
大
き
く
立
法
事
実
の
有
無
、
特
定
秘
密
の
運
用
メ
カ
ニ
ズ

ム
、
特
定
秘
密
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
、
特
定
秘
密
と
知
る
権
利
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二

特
定
秘
密
保
護
法
の
概
要

特
定
秘
密
保
護
法
は
、
日
本
の
安
全
保
障
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
特
に
秘
匿
を
要
す
る
も
の
（
特
定
秘
密
）
に
つ
い
て
適
確
に
保
護
す

る
体
制
を
確
立
し
た
上
で
収
集
・
整
理
・
活
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
取
扱
者
の
制
限
そ
の
他

の
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
漏
え
い
の
防
止
を
図
り
、
国
家
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

（
第
一
条
）。
同
法
は
、
特
定
秘
密
の
指
定
等
、
特
定
秘
密
取
扱
者
の
制
限
、
雑
則
、
罰
則
、
付
則
を
骨
格
と
す
る
。
以
下
、
順
次
概
要
を

述
べ
て
お
き
た
い
。

特
定
秘
密
の
指
定
及
び
解
除
は
行
政
機
関
の
長
が
担
う
。
行
政
機
関
の
長
は
当
該
機
関
の
所
管
事
務
に
係
る
別
表
に
掲
げ
る
事
項
に
関

す
る
情
報
（
文
書
、
図
画
、
電
磁
的
記
録
）
で
、
公
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
日
本
の
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
与
え
る
恐
れ

が
あ
る
た
め
、
特
に
秘
匿
を
要
す
る
も
の
（
Ｍ
Ｄ
Ａ
秘
密
保
護
法
上
の
特
別
防
衛
秘
密
を
除
く
）
を
特
定
秘
密
と
し
て
指
定
す
る
（
第
三

条
第
一
項
）。
こ
こ
で
別
表
が
列
挙
す
る
事
項
を
大
別
す
る
と
、
①
防
衛
に
関
す
る
事
項
、
②
外
交
に
関
す
る
事
項
、
③
特
定
有
害

５
）

活
動
の

防
止
に
関
す
る
事
項
、
④
テ
ロ
リ

６
）

ズ
ム
の
防
止
に
関
す
る
事
項
の
四
分
野
で

７
）

あ
る
。
こ
れ
ら
は
さ
ら
に
、
①
は
◯ａ「
自
衛
隊
の
運
用
又
は
こ
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れ
に
関
す
る
見
積
り
若
し
く
は
計
画
若
し
く
は
研
究
」、
◯ｂ「
防
衛
に
関
し
収
集
し
た
電
波
情
報
、
画
像
情
報
そ
の
他
の
重
要
な
情
報
」、
◯ｃ

「
◯ｂ
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
整
理
又
は
そ
の
能
力
」、
◯ｄ「
防
衛
力
の
整
備
に
関
す
る
見
積
り
若
し
く
は
計
画
又
は
研
究
」、
◯ｅ「
武
器
、
弾
薬
、

航
空
機
そ
の
他
の
防
衛
の
用
に
供
す
る
物
の
種
類
又
は
数
量
」、
◯ｆ「
防
衛
の
用
に
供
す
る
通
信
網
の
構
成
又
は
通
信
の
方
法
」、
◯ｇ「
防
衛

の
用
に
供
す
る
暗
号
」、
◯ｈ「
武
器
、
弾
薬
、
航
空
機
そ
の
他
の
防
衛
の
用
に
供
す
る
物
又
は
こ
れ
ら
の
物
の
研
究
開
発
段
階
の
も
の
の
仕

様
、
性
能
又
は
使
用
方
法
」、
◯ｉ「
武
器
、
弾
薬
、
航
空
機
そ
の
他
の
防
衛
の
用
に
供
す
る
物
又
は
こ
れ
ら
の
物
の
研
究
開
発
段
階
の
も
の

の
製
作
、
検
査
、
修
理
又
は
試
験
の
方
法
」、
◯ｊ「
防
衛
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
計
、
性
能
又
は
内
部
の
用
途
（
◯ｆ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
）」、
②
は
◯ａ「
外
国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
と
の
交
渉
又
は
協
力
の
方
針
又
は
内
容
の
う
ち
、
国
民
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
、
領
域
の

保
全
そ
の
他
の
安
全
保
障
に
関
す
る
重
要
な
も
の
」、
◯ｂ「
安
全
保
障
の
た
め
に
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
の
輸
出
若
し
く
は
輸
入
の
禁
止

そ
の
他
の
措
置
又
は
そ
の
方
針（
①
◯ａ
若
し
く
は
◯ｄ
、
③
◯ａ
又
は
④
◯ａ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
）」、
◯ｃ「
安
全
保
障
に
関
し
収
集
し
た
国
民

の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
、
領
域
の
保
全
若
し
く
は
国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
に
関
す
る
重
要
な
情
報
又
は
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
に

基
づ
き
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
な
情
報（
①
◯ｂ
、
③
◯ｂ
又
は
④
◯ｂ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
）」、
◯ｄ「
◯ｃ
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
整
理
又
は
そ

の
能
力
」、
◯ｅ「
外
務
省
本
省
と
在
外
公
館
と
の
間
の
通
信
そ
の
他
の
外
交
の
用
に
供
す
る
暗
号
」、
③
は
◯ａ「
特
定
有
害
活
動
の
防
止
の
た

め
の
措
置
又
は
こ
れ
に
関
す
る
計
画
若
し
く
は
研
究
」、
◯ｂ「
特
定
有
害
活
動
の
防
止
に
関
し
収
集
し
た
国
民
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
に

関
す
る
重
要
な
情
報
又
は
外
国
の
政
府
若
し
く
は
国
際
機
関
か
ら
の
情
報
」、◯ｃ「
◯ｂ
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
整
理
又
は
そ
の
能
力
」、◯ｄ「
特

定
有
害
活
動
の
防
止
の
用
に
供
す
る
暗
号
」、
④
は
◯ａ「
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
の
た
め
の
措
置
又
は
こ
れ
に
関
す
る
計
画
若
し
く
は
研
究
」、

◯ｂ「
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
に
関
し
収
集
し
た
国
民
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
に
関
す
る
重
要
な
情
報
又
は
外
国
の
政
府
若
し
く
は
国
際
機

関
か
ら
の
情
報
」、
◯ｃ「
◯ｂ
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
整
理
又
は
そ
の
能
力
」、
◯ｄ「
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
の
用
に
供
す
る
暗
号
」
の
計
二
三
項

目
に
細
分
さ
れ
て
い
る
。
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行
政
機
関
の
長
は
五
年
を
上
限
に
特
定
秘
密
を
指
定
す
る
が
（
更
新
可
能
、
三
〇
年
上
限
。
た
だ
し
、
公
に
し
な
い
こ
と
が
現
に
日
本

及
び
国
民
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の
は
内
閣
の

８
）

承
認
を
得
た
場
合
三
〇
年
超
過
可
能
、
一
定
の
例
外

９
）

事
項
を
除
け

ば
六
〇
年
上
限
）、
指
定
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
き
は
有
効
期
間
内
で
も
速
や
か
に
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
（
第
四
条
）。
加
え
て
、
行

政
機
関
の
長
は
特
定
秘
密
取
扱
者
の
範
囲
を
定
め
る
と
も
に
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
（
第
五
条
）。

特
定
秘
密
は
日
本
の
安
全
保
障
上
の
必
要
性
、
そ
の
他
公
益
上
の
必
要
性
に
応
じ
て
他
行
政
機
関
等
に
提
供
さ
れ
得
る
。
特
定
秘
密
を

保
有
す
る
行
政
機
関
の
長
は
他
行
政
機
関
に
対
し
日
本
の
安
全
保
障
上
の
必
要
に
よ
り
、
適
合
事
業
者
（
特
定
秘
密
の
業
務
遂
行
に
必
要

な
物
件
製
造
・
役
務
提
供
を
業
と
し
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
民
間
事
業
者
）
に
対
し
日
本
の
安
全
保
障
上
の
特
段
の
必
要
に

よ
り
、
外
国
の
政
府
や
国
際
機
関
に
対
し
日
本
の
安
全
保
障
上
の
必
要
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
当
該
特
定
秘
密
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
（
第

六
、
八
、
九
条
）、
警
察
庁
長
官
は
都
道
府
県
警
察
に
対
し
日
本
の
安
全
保
障
上
の
必
要
に
よ
り
、
警
察
庁
が
保
有
す
る
特
定
秘
密
を
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る（
第
七
条
）。
そ
の
他
、
特
定
秘
密
を
保
有
す
る
行
政
機
関
の
長
は
公
益
上
の
必
要
に
よ
り
、
厳
格
な
要
件
の
下
で
国

会
の
非
公
開
審
査
・
調
査
、
刑
事
事
件
の
捜
査
・
公
訴
維
持
の
た
め
の
刑
事
裁
判
所
、
民
事
裁
判
所
、
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査

会
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
特
定
秘
密
を
提
供
す
る
（
第
一
〇
条
）。

特
定
秘
密
取
扱
者
は
、
業
務
上
特
定
秘
密
を
漏
洩
す
る
恐
れ
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
評
価
（
適
性
評
価
）
を
通
過
し
た
者
の
み
に
制

限
さ
れ
る
。
行
政
機
関
の
長
（
警
察
本
部
長
を
含
む
）
は
特
定
秘
密
の
取
扱
業
務
が
予
想
さ
れ
る
当
該
行
政
機
関
の
職
員
、
適
合
事
業
者

の
従
業
者
、
当
該
都
道
府
県
警
察
の
職
員
に
対
し
、
原
則
五
年
ご
と
に
適
性
評
価
を
実
施
す
る（
第
一
二
条
第
一
項
）。
適
性
評
価
は
評
価

対
象
者
に
対
し
、
①
特
定
有
害
活
動
及
び
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
（
家
族
及
び
同
居
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
国
籍
及
び
住
所
を
含
む
）、

②
犯
罪
及
び
懲
戒
の
経
歴
、
③
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
非
違
の
経
歴
、
④
薬
物
の
濫
用
及
び
影
響
、
⑤
精
神
疾
患
、
⑥
飲
酒
節
度
、
⑦
信

用
状
態
そ
の
他
の
経
済
的
な
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
実
施
す
る
（
第
二
項
）。
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雑
則
は
、
ま
ず
、
政
府
は
特
定
秘
密
の
指
定
・
解
除
及
び
適
性
評
価
の
実
施
に
関
し
、
統
一
的
な
運
用
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
際
、
総
理
大
臣
に
有
識
者
の
意
見
聴
取
の
上
、
そ
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
る
義
務
を
課
し
つ
つ
、
特
定
秘

密
の
指
定
・
解
除
及
び
適
性
評
価
の
実
施
の
状
況
に
関
す
る
行
政
各
部
の
指
揮
監
督
権
を
付
与
し
て
い
る
（
第
一
八
条
）。
ま
た
、
同
法
の

適
用
に
当
た
っ
て
は
、
拡
張
解
釈
に
よ
り
国
民
の
基
本
的
人
権
を
不
当
に
侵
害
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
国
民
の
知
る
権

利
の
保
障
に
資
す
る
報
道
・
取
材
の
自
由
に
十
分
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
第
二
二
条
第
一
項
）、
出
版
・
報
道
従
事
者
の
取
材
行
為

に
つ
い
て
は
、
専
ら
公
益
を
図
る
目
的
を
有
し
、
か
つ
、
法
令
違
反
ま
た
は
著
し
く
不
当
な
方
法
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
は
、

正
当
な
業
務
に
よ
る
行
為
と
す
る
（
第
二
項
）。

罰
則
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
特
定
秘
密
取
扱
者
が
業
務
上
知
得
し
た
特
定
秘
密
を
漏
洩
し
た
と
き
（
未
遂
犯
も
罰
す
る
）
は
一
〇
年
以
下

の
懲
役
、
こ
れ
を
過
失
に
よ
り
犯
し
た
者
は
二
年
以
下
の
禁
錮
ま
た
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
（
第
二
三
条
第
一
・
三
・
四
項
）。

ま
た
、
公
益
上
の
必
要
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
特
定
秘
密
を
知
得
し
た
者
が
こ
れ
を
漏
洩
し
た
と
き
は
五
年
以
下
の
懲
役
、
こ
れ
を
過
失
に

よ
り
犯
し
た
者
は
一
年
以
下
の
禁
錮
ま
た
は
三
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
（
第
二
三
条
第
二
・
五
項
）。
さ
ら
に
、
外
国
の
利
益
若
し

く
は
自
己
の
不
正
の
利
益
を
図
り
、
ま
た
は
日
本
の
安
全
若
し
く
は
国
民
の
生
命
・
身
体
を
害
す
る
目
的
で
、
欺

・
暴
行
・
脅
迫
行
為

ま
た
は
財
物
窃
取
・
損
壊
、
施
設
侵
入
、
有
線
電
気
通
信
の
傍
受
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
そ
の
他
の
特
定
秘
密
を
保
有
す
る
者
の
管
理
を

害
す
る
行
為
に
よ
り
、
特
定
秘
密
を
取
得
し
た
者
は
、
一
〇
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る（
第
二
四
条
）。
加
え
て
、
第
二
三
条
第
一
項
や
第

二
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
の
遂
行
を
共
謀
・
教
唆
・
煽
動
し
た
者
は
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
（
第
二
五
条
）。

最
後
に
、
付
則
は
、
政
府
が
行
政
機
関
の
長
に
よ
る
特
定
秘
密
の
指
定
・
解
除
に
関
す
る
基
準
等
が
真
に
安
全
保
障
に
資
す
る
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
を
独
立
・
公
正
な
立
場
で
検
証
・
監
察
で
き
る
新
た
な
機
関
の
設
置
そ
の
他
の
特
定
秘
密
の
指
定
・
解
除
の
適
正
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
方
策
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
第
九
条
）。
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三

国
家
機
密
に
関
す
る
憲
法
原
理
及
び
国
際
原
則

１

憲
法
体
制
と
国
家
機
密

現
代
国
家
に
お
い
て
秘
密
は
、
①
国
防
・
外
交
に
関
す
る
情
報
で
公
に
な
る
と
国
家
安
保
に
重
大
な
不
利
益
が
及
ぶ
国
家
秘
密
（sta

te

secret

）、
②
行
政
の
効
率
・
合
目
的
性
等
の
た
め
秘
匿
を
要
す
る
行
政
秘
密
（o

fficia
l
secret

）、
③
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
た

め
秘
匿
を
要
す
る
個
人
秘
密
（p

riv
a
te
secret

）
の
三
種
類
が
あ
る
と
考
え
ら

10
）

れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
狭
義
の
国
家
機
密
は
①
、
広
義
の

国
家
機
密
は
①
に
②
が
含
ま
れ
る
も
の
と
捕
捉
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
③
は
①
②
と
は
秘
密
の
内
容
・
性
質
が
異
な
る
）。
国
家
機
密
は
民

主
政
治
の
原
則
上
厳
格
な
要
件
を
要
す
る
。
実
質

11
）

秘
説
に
よ
れ
ば
、
国
家
機
密
は
非
公
知
の
事
実
で
あ
り（
非
公
知
性
）、
秘
密
と
し
て
保

護
に
値
す
る
客
観
的
実
質
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず（
要
保
護
性
）、
憲
法
秩
序
に
立
脚
し
て
法
律
に
適
合
し
た
秘
密
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
許
容
性
）。

戦
後
、
日
本
は
以
前
の
神
権
的
な
天
皇
制
支
配
体
制
と
決
別
し
、
国
民
主
権
と
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
基
調
と
す
る
現
行
憲
法
を
制
定

し
た
。
国
民
主
権
（
民
主
主
義
）
の
原
理
及
び
こ
れ
と
連
動
し
た
後
述
す
る
基
本
的
人
権
の
一
つ
で
あ
る
国
民
の
知
る
権
利
（rig

h
t
to

k
n
o
w

）に
立
脚
す
れ
ば
、
国
家
機
密
は
存
在
し

12
）

難
い
。
国
政
に
関
す
る
最
終
的
な
決
定
権
を
保
持
す
る
主
権
者
た
る
国
民
が
国
政
事
項
に

つ
い
て
十
分
な
判
断
能
力
を
発
揮
し
、
主
権
者
と
し
て
の
役
割
を
十
全
に
担
う
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
国
政
に
関
す
る
情
報
の
十
分
な
保

有
・
熟
知
が
前
提
と
な
る
か
ら
で

13
）

あ
る
。
よ
っ
て
、
現
行
憲
法
体
制
の
下
、
国
家
機
密
法
制
は
基
本
的
に
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。し

か
し
な
が
ら
、
現
実
的
に
国
の
存
立
に
関
わ
る
外
部
か
ら
の
侵
略
等
に
対
し
て
国
家
及
び
国
民
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
、
国
政
に
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関
す
る
情
報
の
う
ち
例
外
的
に
一
定
の
国
家
機
密
の
保
持
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
国
家
機
密
が
不
可

侵
の
聖
域
に
な
っ
て
は
な
ら
ず
、
国
民
の
知
る
権
利
と
の
常
時
対
立
・
拮
抗
関
係
の
下
、
国
家
機
密
と
し
て
の
要
件
を
欠
い
た
と
き
に
は

情
報
開
示
の
対
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
、
現
行
憲
法
の
下
、
国
家
機
密
法
制
は
国
家
安
保
に
直
結
し
た
情
報
に
限
り
厳
格

な
要
件
の
下
で
し
か
存
立
し
得
な
い
。

一
方
、
現
行
憲
法
は
他
国
の
憲
法
で
は
殆
ど
類
を
見
な
い
平
和
主
義
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
は
前
文
で
「
政
府
の
行

為
に
よ
つ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
…
…
日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
平
和

を
愛
す
る
…
…
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
…
…
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す

る
こ
と
を
確
認
す
る
」
と
し
て
平
和
的
生
存
権
を
謳
い
、
第
九
条
で
「
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に

希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ

を
放
棄
す
る
」（
第
一
項
）、「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ

れ
を
認
め
な
い
」（
第
二
項
）と
規
定
し
て
戦
争
の
放
棄
、
戦
力
不
保
持
、
交
戦
権
の
否
認
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
平
和
主
義

は
、
過
去
神
権
的
天
皇
制
支
配
体
制
と
結
託
し
た
軍
国
主
義
が
国
内
外
に
も
た
ら
し
た
甚
大
な
弊
害
に
対
す
る
反
省
に
基
礎
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

憲
法
第
九
条
の
解
釈
を
め
ぐ
る
支
配
的
学
説
は
自
衛
権
否
認
説
か
武
力
に
よ
ら
な
い
自
衛
権
説
と
採
り
つ
つ
、
侵
略
戦
争
否
認
説
に
立

ち
な
が
ら
全
面
戦
力
否
認
説
を
採
る
か
、
全
面
的
戦
争
否
認
説
・
全
面
戦
力
否
認
説
を
採
っ
て

14
）

い
る
。
勿
論
、
憲
法
第
九
条
が
主
権
国
と

し
て
持
つ
固
有
の
自
衛
権
を
一
切
否
定
し
た
無
防
備
・
無
抵
抗
を
定
め
た
も
の
で
は

15
）

な
い
に
し
て
も
、
軍
事
力
の
確
立
・
運
用
と
交
戦
権

を
認
め
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
軍
事
力
の
確
立
・
運
用
及
び
こ
れ
に
係
る
国
家
機
密
は
憲
法
体
系
上
存
在
し

得

16
）

な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
日
米
安
保
条
約
に
基
づ
く
軍
事
同
盟
下
の
米
軍
主
導
の
防
衛
秘
密
制
度
（
Ｍ
Ｄ
Ａ
秘
密
保
護
法
）
は
別
論
と
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し
て
も
、
強
力
な
実
力
部
隊
で
あ
る
自
衛
隊
の
存
立
自
体
は
勿
論
、
そ
の
防
衛
秘
密
制
度
（
自
衛
隊
法
第
九
二
条
の
二
）
は
憲
法
の
平
和

主
義
の
観
念
に
抵
触
し
得
る
。
自
衛
隊
を
自
衛
軍
に
格
上
げ
し
よ
う
と
す
る
政
府
・
自
民
党
の
改
憲
の
企
図
は
、
こ
の
よ
う
な
難
点
を
意

識
し
た
結
果
と
も
言
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
戦
力
を
否
認
す
る
現
行
憲
法
の
下
、
必
要
最
小
限
の
自
衛
権
に
依
拠
し
た
防
衛
秘
密
で

は
な
い
限
り
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
家
機
密
に
関
す
る
国
際
原
則

こ
れ
ま
で
国
際
社
会
は
、
国
家
機
密
が
国
民
の
知
る
権
利
を
含
む
表
現
の
自
由
と
根
本
的
な
対
立
関
係
に
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
各
国

の
民
間
専
門
家
を
中
心
に
両
者
の
均
衡
を
探
究
し
た
原
則
を
提
示
し
て
き
た
。
何
よ
り
も
「
国
家
安
保
、
表
現
の
自
由
及
び
情
報
ア
ク
セ

ス
に
関
す
る
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
原
則
」（T
h
e
Jo
h
a
n
n
esb

u
rg
P
rin
cip
les

o
n
N
a
tio
n
a
l
S
ecu

rity
,
F
reed

o
m
o
f
E
x
p
ressio

n
a
n
d

A
ccess

to
In
fo
rm
a
tio
n

）
と
「
国
家
安
保
と
情
報
ア
ク
セ
ス
権
に
関
す
る
国
際
原
則
（
ツ
ワ
ネ
原
則
）」（T

h
e
G
lo
b
a
l
P
rin
cip
les

o
n
N
a
tio
n
a
l
S
ecu

rity
a
n
d
th
e
R
ig
h
t
to
In
fo
rm
a
tio
n
,
T
h
e
T
sh
w
a
n
e
P
rin
cip
les

）
が
注
視
さ
れ
る
。

ま
ず
、
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
原
則
は
、
表
現
の
自
由
の
伸
張
を
図
る
国
際
人
権
団
体
で
あ
るA

rticle
19

の
主
宰
の
下
、
世
界
一
九
箇
国
の

国
家
安
保
と
人
権
分
野
専
門
家
三
七
名
が
一
九
九
五
年
一
〇
月
、
国
際
人
権
法
等
を
基
礎
と
し
て
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク

で
作
成
・
採
択

17
）

し
た
。
同
原
則
は
前
文
に
続
き
、
一
般
原
則
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
制
限
、
情
報
の
自
由
に
対
す
る
制
限
、
法
の
支
配

及
び
そ
の
他
事
項
を
骨
格
と
す
る
二
五
原
則
か
ら

18
）

成
る
。
同
原
則
の
核
心
は
、
国
家
安
保
を
根
拠
と
し
た
政
府
に
よ
る
表
現
・
情
報
規
制

は
、
当
該
表
現
・
情
報
が
正
当
な
国
家
安
保
に
重
大
な
侵
害
を
及
ぼ
し
、
そ
の
規
制
が
必
要
最
小
限
の
制
限
手
段
に
止
ま
り
、
民
主
主
義

の
原
理
に
立
脚
す
る
際
に
は
じ
め
て
正
当
化
さ
れ
る
と
公
言
し
た
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
ツ
ワ
ネ
原
則
は
、
米
国
の
人
権
団
体
で
あ
るO

p
en

S
o
ciety

Ju
stice

In
itia

tiv
e

の
主
宰
の
下
、A

rticle
19

を
は
じ
め
と
す
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る
世
界
二
二
の
人
権
・
学
術
団
体
が
七
〇
余
国
五
〇
〇
人
以
上
の
専
門
家
の
協
力
を
得
て
二
年
余
の
検
討
を
経
て
、
二
〇
一
三
年
六
月
、

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
ツ
ワ
ネ
で
作
成
・
採
択
し
た
。
同
原
則
は
前
文
に
続
き
、
一
般
原
則
、
国
家
安
保
を
根
拠
に
秘
匿
さ
れ
得
る
情
報
と

開
示
さ
れ
る
べ
き
情
報
、
国
家
機
密
指
定
・
解
除
原
則
、
情
報
請
求
に
関
す
る
処
理
原
則
、
国
家
安
保
と
情
報
に
関
す
る
権
利
の
司
法
的

側
面
、
安
保
部
門
の
監
視
機
関
、
公
務
員
に
よ
る
公
益
に
基
づ
く
暴
露
、
情
報
暴
露
に
対
す
る
制
裁
・
制
約
制
限
を
骨
格
と
す
る
五
〇
項

目
か
ら
成
る
。
同
原
則
は
、
国
家
安
保
の
見
地
か
ら
国
家
機
密
を
認
め
つ
つ
も
、
政
府
が
保
有
す
る
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
必
要
性
を
前

提
と
し
、
国
家
安
保
を
根
拠
と
し
た
国
家
機
密
の
限
定
、
国
家
機
密
に
対
す
る
指
定
・
解
除
手
続
の
明
記
、
独
立
監
督
機
関
の
設
置
、
公

益
に
基
づ
く
内
部
告
発
者
の
保
護
、
非
公
務
員
に
よ
る
国
家
機
密
の
収
集
・
保
有
・
漏
洩
に
対
す
る
免
罰
等
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
同
原

則
に
対
す
る
国
際
社
会
の
評
価
の
一
つ
と
し
て
、
欧
州
評
議
会
が
二
〇
一
三
年
一
〇
月
、
同
原
則
に
対
す
る
支
持
を
決
議
し
、
会
員
国
に

そ
の
受
け
入
れ
を
促

19
）

し
た
の
が
注
目
に
値
す
る
。

四

立
法
事
実
の
有
無

特
定
秘
密
保
護
法
は
そ
の
制
定
の
必
要
性
や
正
当
性
を
合
理
的
に
支
持
す
る
社
会
的
事
実
、す
な
わ
ち
、立
法
事
実
が
存
在
す
る
の
か
？

冒
頭
で
叙
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
は
、
こ
れ
ま
で
国
家
公
務
員
法
と
地
方
公
務
員
法
が
行
政
秘
密
等
、
自
衛
隊
法
が
防
衛
秘
密
、
日
米
安

保
条
約
特
別
法
が
米
軍
機
密
、
Ｍ
Ｄ
Ａ
秘
密
保
護
法
が
特
別
防
衛
秘
密
の
漏
洩
防
止
を
そ
れ
ぞ
れ
刑
事
罰
で
担
保
す
る
一
方
、
日
米
軍
事

情
報
包
括
保
護
協
定
等
を
通
じ
て
強
固
な
防
衛
秘
密
保
護
体
制
を
構
築
し
て
き
た
。
以
上
の
よ
う
な
既
存
の
国
家
機
密
法
制
に
不
備
が
な

い
限
り
、
新
た
な
法
令
の
制
定
は
正
当
化
で
き
な
い
。

特
定
秘
密
保
護
法
は
そ
の
制
定
背
景
と
し
て
、
国
際
情
勢
の
複
雑
化
に
伴
い
国
家
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
係
る
情
報
の
重
要
性
の

増
大
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
発
展
に
伴
い
そ
の
漏
洩
の
危
険
性
を
挙
げ
て
い
る（
第
一
条
）。
こ
れ
は
、
今
日
の
国
際
情
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勢
、
情
報
環
境
に
鑑
み
て
国
家
安
保
に
関
す
る
情
報
が
置
か
れ
た
状
況
を
一
般
的
に
記
述
し
た
も
の
で
、
具
体
性
を
欠
い
た
抽
象
的
な
立

法
事
実
の
域
を
出
な
い
。

政
府
は
、
特
定
秘
密
保
護
法
の
制
定
目
的
と
関
連
し
、
外
国
（
特
に
米
国
）
と
の
情
報
共
有
に
は
秘
密
保
全
の
た
め
の
法
整
備
が
不
可

欠
で
あ
る
と
の
立
場
を
力
説

20
）

し
た
。
す
な
わ
ち
、
米
国
が
要
請
す
る
軍
事
情
報
の
共
有
・
交
換
体
制
の
構
築
の
た
め
関
連
秘
密
情
報
の
保

全
法
制
の
必
要
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
伝
統
的
に
日
本
を
「
ス
パ
イ

21
）

天
国
」
と
し
て
揶
揄
し
て
き

た
一
部
国
権
主
義
者
の
論
理
に
傾
斜
し
た
も
の
で
、
下
記
の
よ
う
に
立
法
事
実
の
証
明
に
は
不
十
分
で
あ
る
。

政
府
の
公
表
に
よ
れ
ば
、
公
務
員
に
よ
る
主
要
情
報
漏
洩
事
件
は
過
去
一
五
年
間
五
件
に
過
ぎ
な
い
（

表
一

）。

表
一

公
務
員
に
よ
る
主
要
情
報
漏
洩

22
）

事
件

事

件

概

要

処

罰

ボ
ガ
チ
ョ
ン
コ
フ
事
件

（
二
〇
〇
〇
年
）

二
〇
〇
〇
年
六
月
、
防
衛
研
究
所
所
属
海
上
自
衛
官
三
佐
が
機
密
文
書
二
件
を

在
日
ロ
シ
ア
大
使
館
武
官
、
ビ
ク
ト
ル
・
ボ
ガ
チ
ョ
ン
コ
フ（V

icto
r
B
o
g
a
ten

-

k
o
v

）
に
提
供
し
た
事
件

懲
役
一
〇
月
（
自
衛
隊
法
違
反
）、

懲
戒
免
職

イ
ー
ジ
ス
シ
ス
テ
ム
の
情

報
漏
洩
事
件
（
二
〇
〇
七

年
）

二
〇
〇
七
年
四
月
、
海
上
自
衛
隊
三
佐
を
流
出
源
と
し
て
イ
ー
ジ
ス
シ
ス
艦
の

構
造
図
面
等
の
フ
ァ
イ
ル
が
流
出
さ
れ
、
他
の
三
佐
、
二
曹
、
当
該
二
曹
の
中

国
人
妻
等
に
コ
ピ
ー
・
漏
洩
さ
れ
た
事
件

・
流
出
源
・
三
佐：

懲
役
二
年
六

月
・
執
行
猶
予
四
年
（
Ｍ
Ｄ
Ａ
秘

密
保
護
法
違
反
）、
懲
戒
免
職

・
関
連
自
衛
官
三
人：

懲
戒
免
職
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内
閣
情
報
調
査
室
の
情
報

漏
洩
事
件（
二
〇
〇
八
年
）

二
〇
〇
八
年
一
月
、
内
閣
情
報
調
査
室
職
員
が
在
日
ロ
シ
ア
大
使
館
書
記
官
か

ら
の
工
作
を
受
け（
現
金
等
謝
礼
授
受
）、
職
務
上
知
得
し
た
情
報
を
提
供
し
た

事
件

起
訴
猶
予
（
国
家
公
務
員
法
違

反
・
収
賄
）、
懲
戒
免
職

中
国
潜
水
艦
の
動
向
の
情

報
漏
洩
事
件
（
二
〇
〇
八

年
）

二
〇
〇
八
年
三
月
、
防
衛
省
情
報
本
部
所
属
一
佐
が
二
〇
〇
五
年
当
時
職
務
上

知
得
し
た
中
国
潜
水
艦
が
南
シ
ナ
海
で
火
事
事
故
に
よ
り
航
行
不
能
と
な
っ
た

状
況
（
読
売
新
聞
二
〇
〇
五
・
五
・
三
一
付
朝
刊
）
に
関
す
る
情
報
を
読
売
新

聞
記
者
に
伝
達
し
た
嫌
疑
で
送
検
さ
れ
た
事
件

起
訴
猶
予（
自
衛
隊
法
違
反
）、
懲

戒
免
職

閣
諸
島
中
国
漁
船
衝
突

映
像
流
出
事
件
（
二
〇
一

〇
年
）

二
〇
一
〇
年
一
一
月
、
海
上
保
安
官
が

閣
諸
島
付
近
で
中
国
漁
船
に
よ
る
日

本
巡
視
船
衝
突
（
二
〇
一
〇
年
九
月
）
に
関
す
る
捜
査
資
料
と
し
て
海
上
保
安

庁
が
作
成
し
た
ビ
デ
オ
映
像
を
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
に
流
出
し
た
事
件

起
訴
猶
予
（
国
家
公
務
員
法
違

反
）、
辞
職

表
一

が
摘
示
す
る
秘
密
漏
洩
の
件
数
は
別
に
し
て
も
、
個
別
事
件
に
お
い
て
漏
洩
さ
れ
た
機
密
の
程
度
に
照
ら
せ
ば
、
既
存
の
国
家

機
密
法
制
に
よ
る
対
処
範
囲
内
で
あ
り
、
著
し
く
国
家
安
保
が
憂
慮
さ
れ
る
状
況
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
特
に
、

閣
諸
島
中
国
漁
船

衝
突
映
像
流
出
事
件
（
二
〇
一
〇
年
）
の
よ
う
な
流
出
情
報
は
国
民
の
知
る
権
利
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
事
案
で
あ
り
、
秘
密
と
し
て
保
護

に
値
す
る
客
観
的
実
質
を
備
え
て
い
る
と
は
考
え
難
い
。
と
も
か
く
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
事
件
の
う
ち
特
定
秘
密
保
護
法
上
特
定
秘
密
の

漏
洩
に
該
当
す
る
の
は
中
国
潜
水
艦
の
動
向
の
情
報
漏
洩
事
件
（
二
〇
〇
八
年
）
一
件
の
み
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

23
）

い
る
。
し
か

し
、
こ
の
事
件
の
本
質
に
着
目
す
る
と
、
そ
の
漏
洩
情
報
が
特
定
秘
密
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
公
海

上
で
外
国
潜
水
艦
が
火
事
で
航
行
不
能
の
状
態
に
あ
る
な
ら
ば
、
現
場
を
航
行
す
る
内
国
船
の
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
秘
匿
で
は
な
く
、
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む
し
ろ
周
知
が
要
請
さ
れ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
特
定
秘
密
性
を
認
め
る
場
合
で
も
、
秘
密
の
一
要
件
で
あ
る
非
公
知
性
が

報
道
に
よ
り
失
わ
れ
た
以
上
、
秘
密
の
秘
匿
利
益
は
存
在
し
な
い
。

一
方
、
政
府
の
特
定
秘
密
保
護
法
の
制
定
推
進
に
対
し
、
多
く
の
野
党
は
勿
論
、
絶
対
多
数
世
論
が
反
対
意
思
を
表
明
し
て
き
た
。
市

民
社
会
は
戦
前
の
経
験
や
立
法
事
実
の
不
十
分
さ
に
照
ら
し
、
情
報
統
制
の
危
険
性
等
を
挙
げ
新
た
な
国
家
機
密
法
制
の
導
入
に
反
対
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
学
界
（
憲
法
、
刑
法
、
メ
デ
ィ
ア
法
）、
法
曹
界
（
弁
護
士
協
会
）、
報
道
界
（
新
聞
協
会
、
民
間
放
送
連
盟
、
雑

誌
協
会
等
）
を
含
む
各
界
か
ら
も
特
定
秘
密
保
護
法
の
制
定
へ
の
反
対
・
糾
弾
が
相
次
い
だ
。
加
え
て
、
国
連
人
権
理
事
会
（U

n
ited

N
a
tio
n
s
H
u
m
a
n
R
ig
h
ts

24
）

C
o
u
n
cil

）
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
社
会
か
ら
も
特
定
秘
密
保
護
法
の
立
法
へ
の
懸
念
が
示
さ
れ
た
。

以
上
、
特
定
秘
密
保
護
法
は
制
定
背
景
・
目
的
が
漠
然
不
明
確
で
あ
り
、
実
際
、
国
家
機
密
漏
洩
の
推
移
や
そ
れ
へ
の
対
処
か
ら
既
存

の
国
家
機
密
法
制
に
本
格
的
な
不
備
も
発
見
し
難
い
こ
と
か
ら
、同
法
の
明
確
な
立
法
事
実
は
存
在
し
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
局
、
同
法
は
「
ス
パ
イ
天
国
」
等
の
抽
象
的
な
立
法
事
実
に
依
拠
し
た
防
諜
（co

u
n
terin

tellig
en
ce

）
体
制
の
構
築
に
よ
り
特
定
秘
密

に
対
す
る
神
秘
主
義
を
助
長
し
、
超
憲
法
的
な
防
衛
情
報
等
の
秘
匿
を
正
当
化
す
る
手
段
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
。

五

特
定
秘
密
の
運
用
メ
カ
ニ
ズ
ム

１

特
定
秘
密
の
指
定
・
解
除

上
記
の
ご
と
く
、
行
政
機
関
の
長
は
非
公
知
事
項
の
う
ち
日
本
の
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
特
に
秘
匿

を
要
す
る
も
の
を
特
定
秘
密
と
し
て
指
定
す
る
が
（
第
三
条
）、
そ
の
対
象
は
四
分
野
二
三
項
目
か
ら
成
る
（
別
表
）。
特
定
秘
密
の
解
除

も
基
本
的
に
行
政
機
関
の
長
の
権
限
で
あ
り
、
当
該
特
定
秘
密
が
指
定
要
件
を
欠
か
な
い
限
り
四
段
階
の
有
効
期
間
（
五
年
上
限
、
三
〇
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年
上
限
、
六
〇
年
上
限
、
六
〇
年
超
過
）
の
満
了
に
合
わ
せ
て
解
除
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
（
第
四
条
）。

ま
ず
、
特
定
秘
密
の
指
定
と
関
連
し
て
特
定
秘
密
の
対
象
と
範
囲
は
、
一
見
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
の
列
挙
主
義
に
よ
り
明
瞭
に
画
定
さ
れ
た

か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
外
延
が
相
当
拡
大
さ
れ
る
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
。
第
一
に
、
一
般
的
に
国
家
機
密
法
制
が
国
家
安
保

と
直
結
し
た
軍
事
・
外
交
に
関
す
る
事
項
を
保
護
客
体
と
す
る
の
に
対
し
、
特
定
秘
密
は
こ
れ
に
加
え
、
ス
パ
イ
・
テ
ロ
リ
ズ
ム
防
止
に

関
す
る
事
項
等
警
察
所
管
の
治
安
に
関
す
る
事
項
を
含
ん
で
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
行
憲
法
の
国
民
主
権
の
原
理
及
び
国
民
の
知

る
権
利
の
観
点
か
ら
、
国
家
機
密
法
制
は
例
外
的
に
国
家
安
保
に
直
結
し
た
情
報
に
限
り
厳
格
な
要
件
の
下
で
し
か
存
立
し
得
ず
、
と
り

わ
け
軍
事
に
関
す
る
事
項
の
場
合
、
戦
争
の
放
棄
、
戦
力
不
保
持
、
交
戦
権
の
否
認
を
明
示
し
た
平
和
主
義
の
理
念
か
ら
必
要
最
小
限
の

自
衛
権
に
基
づ
く
防
衛
秘
密
の
み
が
正
当
化
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
特
定
秘
密
の
う
ち
防
衛
に
関
す
る
事
項
の
細
目
一
〇
項
目
を
吟
味
す

る
と
、
必
要
最
小
限
の
自
衛
権
に
基
づ
く
防
衛
秘
密
を
超
え
、
本
格
的
な
戦
力
を
前
提
に
網
羅
的
な
秘
密
保
護
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
。
第
二
に
、
特
定
秘
密
の
指
定
は
、
統
一
的
な
運
用
基
準
に
服
す
る
と
は
言
え
、
行
政
機
関
の
長
が
一
元
的
に
行
う
た
め
恣
意
的
な

判
断
が
憂
慮
さ
れ
る
。
こ
れ
は
端
的
に
、
法
案
審
議
段
階
に
お
い
て
露
呈
し
た
政
府
関
係
者
間
の
敏
感
な
懸
案
（
原
発
に
関
す
る
情
報
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
（T

ra
n
s-P

a
cific

P
a
rtn
ersh

ip

）
交
渉
に
関
す
る
情
報
等
）
の
特
定
秘
密
該
当
性
を
め
ぐ
る
微
妙
な
立
場
の
相
違
が
如
実
に
示

す
。
第
三
に
、
特
定
秘
密
の
対
象
と
関
連
し
て
、「
特
定
有
害
活
動
」「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
等
一
部
用
語
の
曖
昧
性
と
「
そ
の
他
」
の
多
用
に

よ
り
、
特
定
秘
密
の
境
界
が
不
確
定
的
で
あ
る
。

結
局
、
特
定
秘
密
は
総
体
的
に
国
家
安
保
を
超
え
、
治
安
維
持
の
目
的
で
広
範
に
蓄
積
さ
れ
、
権
力
濫
用
を
生
み
か
ね
な
い
構
造
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
真
正
秘
密
（tru

e
secret

）
で
は
な
く
、
違
憲
・
違
法
秘
密
（
憲
法
秩
序
に
抵
触
す
る
権
力
行
為
の
秘
密
、
憲
法
上
授

権
さ
れ
て
い
な
い
事
項
に
関
す
る
権
力
行
為
の
秘

25
）

密
等
）
を
含
む
不
都
合
な
真
実
（in

co
n
v
en
ien
t
tru
th

）
等
を
隠
す
目
的
の
擬
似
秘
密

（fa
lse

secret

）が
特
定
秘
密
と
し
て
指
定
さ
れ
、
不
当
な
情
報
統
制
・
隠
蔽
と
治
安
管
理
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た「
特
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別
管
理
秘
密
に
係
る
基
準
」
に
基
づ
く
膨
大
な
「
特
別
管
理
秘
密
」（
二
〇
一
二
年
末
現
在
、
内
閣
官
房
三
一
万
八
八
八
六
件
、
防
衛
省
四

万
一
五
二
七
件
、
外
務
省
一
万
八
五
〇
四
件
を
含
む
約
四
二
万
件
）
が
政
府
の
否
認
（
特
定
秘
密
の
件
数
が
よ
り
少
な
く
な
る
と

26
）

言
及
）

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
殆
ん
ど
特
定
秘
密
と
し
て
移
行
す
る
公
算
が
大
き
い
。
さ
ら
に
、
特
定
秘
密
保
護
法
が
同
法
の
拡
張
解
釈
に
よ
り
国

民
の
基
本
的
人
権
の
不
当
な
侵
害
を
警
戒
し
た
規
定
（
第
二
二
条
第
一
項
）
と
は
裏
腹
に
、
端
的
に
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
定
義
で
掲
げ
る

「
主
義
主
張
」
等
と
絡
み
、
思
想
検
閲
に
代
表
さ
れ
る
監
視
社
会
の
到
来
が
懸
念
さ
れ
る
。

次
に
、
特
定
秘
密
の
解
除
は
そ
の
指
定
と
同
様
、
統
一
的
な
運
用
基
準
に
服
す
る
と
は
言
え
、
行
政
機
関
の
長
の
恣
意
的
な
判
断
が
憂

慮
さ
れ
る
。
そ
の
主
因
は
、
特
定
秘
密
の
指
定
の
有
効
期
間
に
つ
き
、
①
五
年
上
限
を
基
本
と
し
つ
つ
、
②
更
新
を
通
じ
て
最
長
三
〇
年

を
上
限
と
し
、
例
外
的
に
③
六
〇
年
上
限
を
認
め
、
さ
ら
に
例
外
的
に
④
六
〇
年
超
過
を
認
め
る
弾
力
的
な
運
用
に
あ
る
。
①
②
は
行
政

機
関
の
長
が
一
元
的
に
判
断
し
、
③
④
は
内
閣
の
承
認
を
要
す
る
と
は
言
え
、「
公
に
し
な
い
こ
と
が
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全
確
保
に
や

む
を
得
な
い
も
の
」
に
関
す
る
立
証
・
理
由
提
示
は
行
政
機
関
の
長
に
一
任
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
情
報
が
「
公
に

し
な
い
こ
と
が
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全
確
保
に
や
む
を
得
な
い
も
の
」
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
文
言
の
抽
象
性
の
た
め
客
観
的
な
範

囲
を
推
断
し
難
い
。
特
に
、
④
は
半
永
久
的
に
特
定
秘
密
化
が
許
容
さ
れ
る
事
項
で
あ
る
が
、「
防
衛
の
用
に
供
す
る
物
」に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
そ
の
対
象
・
態
様
が
比
較
的
限
定
性
を
欠
く
。
し
か
も
、
特
定
秘
密
の
原
則
解
除
を
最
長
六
〇
年
と
す
る
の
は
国
際
潮
流
に
反

す
る
。
一
方
、
特
定
秘
密
の
解
除
に
伴
う
国
民
の
当
該
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
と
関
連
し
、
特
定
秘
密
保
護
法
は
内
閣
の
承
認
が
得

ら
れ
な
か
っ
た
特
定
秘
密
の
国
立
公
文
書
館
等
へ
の
移
管
を
義
務
付
け
る
（
第
四
条
第
六
項
）
に
止
ま
り
、
指
定
の
有
効
期
間
三
〇
年
以

下
の
特
定
秘
密
の
解
除
後
の
扱
い
が
明
確
で
は
な
い
が
、
政
府
は
「
政
令
な
ど
で
秘
密
の
保
全
上
、
真
に
や
む
を
得
な
い
場
合
の
措
置
と

し
て
保
存
期
限
前
の
廃
棄
を
定
め
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
」
こ
と
を
確
認

27
）

し
た
。
こ
れ
は
公
文
書
管
理
法
の
例
外
を
認
め
る
措
置
に
他

な
ら
な
い
。
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以
上
、
特
定
秘
密
の
指
定
・
解
除
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
何
よ
り
も
秘
密
と
し
て
保
護
に
値
す
る
客
観
的
実
質
の
確
保
が
懐
疑
的
で

あ
り
、
特
定
秘
密
の
過
度
な
指
定
（cla

ssifica
tio
n

）
と
厳
格
な
保
護
（sa
feg

u
a
rd

）
に
力
点
を
置
き
、
解
除
（d

ecla
ssifica

tio
n

）
や

公
開
（d

isclo
su
re

）
を
遅
延
・
抑
制
す
る
情
報
統
制
的
側
面
が
強
い
。
よ
っ
て
、
特
定
秘
密
の
指
定
・
解
除
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
国
家
機
密

と
国
民
の
知
る
権
利
と
の
利
益
の
両
立
を
要
求
す
る
憲
法
原
理
や
ツ
ワ
ネ
原
則
等
国
際
原
則
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
。

２

特
定
秘
密
取
扱
者
に
対
す
る
適
性
評
価

行
政
機
関
の
長
（
警
察
本
部
長
を
含
む
）
は
特
定
秘
密
取
扱
予
定
者
（
行
政
機
関
の
長
、
適
合
事
業
者
の
従
業
者
、
都
道
府
県
警
察
の

職
員
）
に
対
し
、
業
務
上
特
定
秘
密
の
漏
洩
の
恐
れ
か
ら
適
性
評
価
を
実
施
す
る
が
（
原
則
五
年
ご
と
）、
こ
れ
は
前
述
し
た
七
つ
の
調
査

対
象
（
①
ス
パ
イ
・
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
、
②
前
科
・
懲
戒
歴
、
③
情
報
取
扱
上
の
非
違
、
④
薬
物
濫
用
、
⑤
精
神
疾
患
、
⑥
飲
酒
壁
、

⑦
信
用
状
態
等
経
済
状
況
）
に
関
す
る
調
査
結
果
に
基
づ
き
行
う
。

特
定
秘
密
の
指
定
・
解
除
権
者
（
首
長
）
に
対
し
そ
の
取
扱
者
（
実
務
者
）
が
分
離
さ
れ
た
中
、
特
定
秘
密
が
正
当
な
秘
密
で
あ
る
以

上
、
そ
の
漏
洩
防
止
の
た
め
取
扱
者
を
厳
格
に
制
限
す
る
の
は
当
然
の
措
置
で
あ
る
。
適
性
評
価
は
そ
の
一
選
択
肢
で
、
二
〇
〇
九
年
、

「
特
別
管
理
秘
密
に
係
る
基
準
」下
で
導
入
さ
れ
た
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
適
性
評
価
に
先
立

ち
実
施
さ
れ
る
調
査
は
内
容
上
問
題
点
が
少
な
く
な
い
。
ま
ず
、
調
査
が
評
価
対
象
者
の
社
会
的
身
分
と
関
係
な
く
統
一
的
内
容
・
方
式

で
行
わ
れ
る
が
、
適
合
事
業
者
の
従
業
者
は
民
間
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
務
員
と
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
要
求
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
個
別
調
査
対
象
に
関
す
る
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
⑦
は
特
定
秘
密
取
扱
者
の
経
済
状
況
が
特
定
秘
密
の
漏

洩
に
直
ち
に
有
意
味
な
影
響
を
与
え
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
か
ら
、
不
適
切
で
あ
る
。
第
二
に
、
①
は
ス
パ
イ
・
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
の
関
係

を
調
べ
る
た
め
、
評
価
対
象
者
の
家
族
（
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
兄
弟
姉
妹
、
配
偶
者
の
父
母
と
子
）
及
び
同
居
人
の
個
人
情
報
（
氏
名
、
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生
年
月
日
、
国
籍
、
住
所
）
も
調
査
対
象
と
し
て
い
る
が
、
家
族
等
の
調
査
対
象
者
の
広
範
囲
の
設
定
に
加
え
、
国
籍
（
過
去
国
籍
を
含

む
）
ま
で
調
査
対
象
に
入
れ
る
合
理
的
な
理
由
を
発
見
し
難
い
。
立
法
者
の
不
必
要
な
地
域
的
・
宗
教
的
偏
見
や
差
別
意
識
が
疑
わ
れ
る
。

第
三
に
、
①
②
③
に
関
す
る
調
査
は
過
度
に
行
わ
れ
る
場
合
、
思
想
信
条
調
査
に
つ
な
が
り
、
思
想
良
心
の
自
由
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

侵
害
し
か
ね
な
い
。
第
四
に
、
⑤
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
核
心
領
域
の
一
つ
で
、
調
査
方
式
に
よ
っ
て
は
評
価
対
象
者
の
人
格
的
生
存
を
害

し
得
る
。

以
上
、
特
定
秘
密
の
漏
洩
防
止
の
た
め
そ
の
取
扱
者
を
一
定
の
評
価
を
通
じ
て
厳
選
す
る
必
要
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な

目
的
と
評
価
対
象
者
の
基
本
的
人
権
を
同
時
に
考
慮
し
た
専
門
的
か
つ
合
理
的
な
評
価
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
調
査
対
象
・
方
式
の
再
確

立
が
求
め
ら
れ
る
。

六

特
定
秘
密
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク

特
定
秘
密
が
真
正
秘
密
と
し
て
そ
の
正
当
性
を
付
与
さ
れ
る
た
め
に
は
、
非
公
知
性
を
害
し
な
い
範
囲
内
で
国
民
の
知
る
権
利
に
基
づ

く
非
当
事
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
不
可
で
あ
る
。
特
定
秘
密
の
運
用
に
関
す
る
一
切
の
プ
ロ
セ
ス
（
指
定
・
管
理
・
解
除
等
）
の
当

否
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
が
機
能
し
な
け
れ
ば
、
行
政
府
の
恣
意
的
な
運
用
に
よ
る
前
述
の
よ
う
な
不
当
な
情
報
統
制
・
隠
蔽
を
招
き
か
ね

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
チ
ェ
ッ
ク
は
大
き
く
三
権
分
立
の
観
点
か
ら
国
会
と
裁
判
所
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
、
専
門
的
で
市
民
の
立

場
に
立
っ
た
第
三
者
機
関
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
が
あ
り
得
る
が
、
双
方
と
も
機
能
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
で
は
、
特
定
秘
密
保
護
法
が
想
定

す
る
チ
ェ
ッ
ク
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
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１

国
会
及
び
裁
判
所
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク

国
会
と
裁
判
所
に
よ
る
行
政
府
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
は
、
国
家
権
力
の
牽
制
と
均
衡
（ch

eck
s
&
b
a
la
n
ces

）
の
原
理
か
ら
緊
要
で

あ
る
。
今
日
、
高
度
情
報
化
社
会
に
お
い
て
情
報
の
高
い
価
値
（
情
報＝

権
力
）
に
鑑
み
れ
ば
、
行
政
府
へ
の
極
度
の
情
報
集
中
・
統
制

は
三
権
分
立
の
形
骸
化
を

28
）

生
む
。
と
り
わ
け
、
代
議
制
民
主
主
義
の
下
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
国
会
（
憲
法
第
四
一
条
）
が
本
来
の

機
能
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
国
家
機
密
を
含
む
国
政
情
報
へ
の
国
会
の
監
視
・
統
制
は
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
、
特
定
秘
密
保
護
法
は
、

必
ず
し
も
国
会
や
裁
判
所
が
行
政
府
の
特
定
秘
密
に
適
時
ア
ク
セ
ス
で
き
る
制
度
設
計
に
な
っ
て
い
な
い
。

ま
ず
、
国
会
は
国
家
安
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
な
い
等
の
厳
格
な
要
件
の
下
、
非
公
開
の
審
査
・
調
査
に
限
り
、
行
政
機

関
の
長
か
ら
特
定
秘
密
の
提
供
を
受
け
る（
第
一
〇
条
）。
結
局
、
国
会
は
行
政
機
関
の
長
に
よ
る
国
家
安
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
恐

れ
が
な
い
等
の
判
断
を
前
提
に
、
非
公
開
の
い
わ
ゆ
る
「
秘
密
会
」
の
み
が
特
定
秘
密
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
に
止
ま
る
た
め
、
当
該
特
定

秘
密
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
は
十
分
に
発
揮
で
き
な
い
。
加
え
て
、
自
民
党
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
秘
密
保
全
等
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
が
示
し
た
国
会
内
に
お
け
る
常
設
の
監
視
機
関
の
設
置
案
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
に
よ
る
と
、
同
機
関
の
監
視
機
能
は
国
会
の

各
委
員
会
か
ら
要
請
が
あ
る
時
に
限
り
、
政
府
か
ら
特
定
秘
密
の
提
供
を
受
け
て
秘
密
会
で
検
証
す
る
だ
け
で
、
秘
密
指
定
の
適
否
判
断

に
は
及
ば
な
い
。
一
方
、
国
会
は
政
府
か
ら
毎
年
、
特
定
秘
密
の
指
定
・
解
除
及
び
適
性
評
価
の
実
施
状
況
に
対
す
る
報
告
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
が
（
第
一
九
条
）、
特
定
秘
密
の
実
質
に
ア
ク
セ
ス
で
き
ず
、
事
実
上
追
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
、
裁
判
所
は
特
定
秘
密
関
連
訴
訟
お
い
て
当
該
特
定
秘
密
に
自
動
的
に
ア
ク
セ
ス
で
き
ず
、
国
会
と
同
様
、
行
政
機
関
の
長
に
よ

る
国
家
安
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
な
い
等
の
判
断
を
前
提
に
、
当
該
特
定
秘
密
の
提
供
を
受
け
る
（
第
一
〇
条
）。
従
っ
て
、

裁
判
所
は
、
現
行
法
上
情
報
公
開
訴
訟
に
お
い
て
訴
訟
対
象
の
現
物
を
裁
判
官
だ
け
が
直
接
見
て
審
理
す
る
制
度
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
イ
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ン
カ
メ
ラ
（in

ca
m
era

）
審
理
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
上
、
特
定
秘
密
に
関
わ
る
情
報
公
開
訴
訟
に
際
し
当
該
特
定
秘
密
へ
の
ア
ク
セ
ス

が
行
政
府
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
、
実
質
秘
性
の
判
断
が
困
難
と
な
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
裁
判
所
の
審
査
対
象
は
特
定
秘
密
と
し
て
の
指

定
の
妥
当
性
で
は
な
く
そ
も
そ
も
開
示
す
べ
き
か
ど
う
か
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
を
要

29
）

す
る
。
一
方
、
特
定
秘
密
犯
罪
刑
事
訴
訟
に
お

い
て
被
告
人
・
弁
護
人
は
当
該
特
定
秘
密
へ
の
ア
ク
セ
ス
自
体
が
事
実
上
封
鎖
さ
れ
る
（
そ
の
入
手
を
共
謀
す
る
だ
け
で
犯
罪
成
立
）
中
、

外
形
立
証
に
よ
る
限
り
、
憲
法
が
保
障
す
る
公
正
な
裁
判
（
第
三
七
条
、
八
二
条
）
や
罪
刑
法
定
主
義
（
第
三
一
条
）
に
抵
触
し
か
ね
な

い
。以

上
、
国
会
と
裁
判
所
に
よ
る
特
定
秘
密
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
は
限
定
的
で
、
行
政
府
の
特
定
秘
密
の
運
用
に
関
す
る
一
切
の
裁

量
を
牽
制
・
抑
制
す
る
に
は
力
不
足
で
あ
る
。

２

第
三
者
機
関
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク

第
三
者
機
関
に
よ
る
国
家
機
密
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
は
市
民
の
立
場
で
行
う
監
視
・
検
証
で
、
民
主
主
義
原
理
に
符
合
す
る
。
第
三
者

機
関
に
よ
る
国
家
機
密
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
正
常
に
作
動
さ
れ
る
た
め
に
は
、
専
門
性
は
勿
論
、
ツ
ワ
ネ
原
則
も
提
示
し
て
い
る

よ
う
に
、
被
監
視
機
関
か
ら
の
独
立
（
組
織
・
運
営
・
財
政
）
が
担
保
さ
れ
、
そ
の
任
務
遂
行
に
必
要
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
十
分
に

保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
特
定
秘
密
保
護
法
は
内
部
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
規
定
す
る
（
特
定
秘
密
の
指
定
・
解
除
及
び
適

性
評
価
の
実
施
状
況
に
関
す
る
総
理
の
指
揮
監
督
）
も
の
の
、
外
部
的
チ
ェ
ッ
ク
に
関
し
て
は
第
三
者
機
関
の
設
置
検
討
の
確
認
に
止
ま

り
（
付
則
第
九
条
）
不
透
明
で
あ
る
。

第
三
者
機
関
の
構
造
及
び
設
置
の
有
無
を
め
ぐ
る
野
党
の
圧
迫
が
強
ま
り
、
政
府
は
法
案
審
議
の
最
終
局
面
に
お
い
て
特
定
秘
密
の
運

用
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
を
名
目
に
、
①
保
全
監
視
委
員
会
、
②
情
報
保
全
諮
問
会
議
、
③
独
立
公
文
書
管
理
監
、
④
情
報
保
全
監
察
室
の
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新
設
を
表
明
し
た
。
具
体
的
に
は
、
①
は
内
閣
官
房
に
設
置
さ
れ
（
内
閣
情
報
官
、
警
察
庁
及
び
外
務
省
・
防
衛
省
の
事
務
次
官
級
中
心

で
構
成
）
特
定
秘
密
の
指
定
・
解
除
及
び
有
効
期
間
の
設
定
等
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
②
は
特
定
秘
密
保
護
法
第
一
八
条
に
基
づ
く
有
識
者
グ

ル
ー
プ
（
情
報
保
護
等
の
専
門
家
で
構
成
）
で
特
定
秘
密
の
指
定
・
解
除
及
び
適
性
評
価
に
関
す
る
運
営
基
準
の
策
定
の
際
意
見
を
提
示

し
、
③
は
内
閣
府
に
設
置
さ
れ
（
審
議
官
級
で
構
成
）
特
定
秘
密
が
記
録
さ
れ
た
行
政
文
書
の
廃
棄
可
否
を
判
断
し
、
④
は
内
閣
府
に
設

置
さ
れ
（
警
視
庁
及
び
外
務
省
・
防
衛
省
の
官
僚
で
構
成
）
特
定
秘
密
の
指
定
・
解
除
や
有
効
期
間
の
設
定
・
延
長
の
適
否
を
監
察
し
検

証
・
監
察
し
て
必
要
な
場
合
是
非
勧
告
す
る
と
と
も
に
、
特
定
秘
密
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
文
書
の
廃
棄
可
否
を
判
断
す
る
、
と
い
う
構

想
で
あ
る
。

本
構
想
に
よ
る
と
、
複
数
の
第
三
者
機
関
が
設
置
さ
れ
、
一
見
行
政
府
の
特
定
秘
密
の
運
用
に
対
す
る
重
層
的
な
チ
ェ
ッ
ク
が
期
待
で

き
る
。
し
か
し
、
各
機
関
の
構
成
や
機
能
に
着
目
す
れ
ば
、
真
の
第
三
者
機
関
と
は
相
当
隔
た
り
の
あ
る
急
造
さ
れ
た
構
想
に
過
ぎ
な
い

こ
と
が
分
か
る
。
①
③
④
は
結
局
、
政
府
内
官
僚
組
織
の
延
長
で
独
立
性
・
公
正
性
の
担
保
が
な
く
、
と
り
わ
け
①
④
は
そ
の
権
限
が
重

複
し
（
④
が
①
を
補
佐
）、
③
④
も
一
部
権
限
が
重
な
る
。
②
は
独
立
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
個
別
特
定
秘
密
の
把
握
・
チ
ェ
ッ
ク
権

限
が
な
く
関
与
度
が
限
定
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
構
想
は
、
名
ば
か
り
の
第
三
者
機
関
に
行
政
府
の
特
定
秘
密
の
運
用
に
対
す
る
検
証
・

監
察
を
一
任
す
る
こ
と
で
、
真
の
第
三
者
機
関
の
設
置
を
回
避
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
政
府
が
構
想
す
る
第
三
者
機
関
に
よ
る
特
定
秘
密
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
は
、
第
三
者
機
関
の
第
三
者
性
（
独
立
性
・
公
正
性
）

の
欠
如
に
よ
り
機
能
不
全
を
招
き
か
ね
ず
、
国
民
の
知
る
権
利
を
等
閑
視
し
た
行
政
府
の
恣
意
的
な
特
定
秘
密
の
運
用
が
懸
念
さ
れ
る
。

七

特
定
秘
密
と
知
る
権
利

国
家
機
密
と
国
民
の
知
る
権
利
と
の
関
係
は
常
に
論
争
を
呼
ぶ
。
国
家
機
密
を
優
先
す
れ
ば
知
る
権
利
を
含
む
国
民
の
基
本
的
人
権
が
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侵
害
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
知
る
権
利
を
優
先
す
れ
ば
国
家
安
保
が
害
さ
れ
得
る
。
両
者
は
こ
の
よ
う
な
微
妙
な
関
係
か
ら
、
均
衡
の
取

れ
た
高
度
の
調
整
を
要
す
る
と
言
え
よ
う
。
特
定
秘
密
保
護
法
は
国
民
の
知
る
権
利
の
保
障
に
資
す
る
報
道
・
取
材
の
自
由
に
対
す
る
十

分
な
配
慮
義
務
を
課
し
（
第
二
二
条
第
一
項
）、
正
当
な
取
材
行
為
の
要
件
を
設
定
し
て
い
る
（
第
二
項
）。
こ
れ
で
特
定
秘
密
と
知
る
権

利
は
高
度
の
調
整
が
担
保
さ
れ
た
の
か
？

知
る
権
利
の
構
造
及
び
情
報
公
開
、
特
定
秘
密
と
報
道
・
取
材
の
自
由
の
二
つ
の
論
点
か
ら

検
討
す
る
。１

知
る
権
利
の
構
造
及
び
情
報
公
開

１
）
知
る
権
利
の
構
造

政
府
・
自
民
党
は
情
報
公
開
法
制
定
（
一
九
九
九
年
）
当
時
も
、
知
る
権
利
の
憲
法
的
根
拠
や
法
的
権
利
と
し
て
の
確
立
可
否
に
疑
問

を
提
起
し
、
同
法
目
的
条
項
に
知
る
権
利
の
明
記
を
回
避
し
た
経
緯
が

30
）

あ
る
。

し
か
し
、
知
る
権
利
は
既
に
学
説
・
判
例
上
「
集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
」

と
規
定
し
て
い
る
憲
法
第
二
一
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
憲
法
的
地
位
を
得
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
知
る
権
利
は
、
一
般

的
に
接
近
可
能
な
情
報
源
か
ら
自
由
に
情
報
を
受
領
・
収
集
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
利
で
、
情
報
の
受
け
手
の
観
点
か
ら
表
現
の
自
由
を

再
構
成
し
た
概
念
で
あ
り
、
現
代
的
表
現
の
自
由
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
学
説
は
、
表
現
の
自
由
を
情
報
の
収
集
・
処
理
・
伝
播
・
受

領
等
情
報
流
通
の
全
過
程
の
自
由
と
し
て
捕
捉
す
る
こ

31
）

と
で
、
個
人
の
意
思
形
成
や
思
想
・
情
報
の
発
表
の
自
由
と
、
公
権
力
を
含
む
一

切
の
情
報
源
が
有
す
る
思
想
・
情
報
に
接
近
し
て
そ
れ
を
受
領
・
収
集
す
る
自
由
（
知
る
権
利
）
を
表
裏
一
体
的
に
把
握
す
る
。
す
な
わ

ち
、
知
る
権
利
は
自
由
か
つ
豊
富
な
情
報
の
流
れ
を
目
標
と
す
る
表
現
の
自
由
及
び
そ
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
ひ
い
て
は
民
主
主
義
形
成

の
基
礎
原
理
で

32
）

あ
り
、
国
民
主
権
、
民
主
的
統
制
と
い
う
憲
法
構
造
自
体
と
密
接
に
関
わ
っ
て

33
）

い
る
。
最
高
裁
も
「
各
人
が
自
由
に
さ
ま
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ざ
ま
な
意
見
、
知
識
、
情
報
に
接
し
、
こ
れ
を
摂
取
す
る
機
会
を
も
つ
こ
と
は
、
そ
の
者
が
個
人
と
し
て
自
己
の
思
想
及
び
人
格
を
形
成
、

発
展
さ
せ
、
社
会
生
活
の
中
に
こ
れ
を
反
映
さ
せ
て
い
く
上
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る

思
想
及
び
情
報
の
自
由
な
伝
達
、
交
流
の
確
保
と
い
う
基
本
的
原
理
を
真
に
実
効
あ
る
も
の
た
ら
し
め
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
情
報
等
に
接
し
、
こ
れ
を
摂
取
す
る
自
由
は
、﹇
憲
法
第
二
一
条
第
一
項
﹈の
趣
旨
、
目
的
か
ら
、
い
わ
ば
そ
の
派
生
原
理
と
し

て
当
然
に
導
か
れ
る
」
と
判

34
）

示
し
、
知
る
権
利
の
意
義
及
び
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

知
る
権
利
は
、
大
き
く
個
人
が
公
権
力
や
他
人
か
ら
妨
害
を
受
け
ず
に
情
報
を
受
領
・
収
集
す
る
自
由
（
広
義
）
と
個
人
が
国
家
に
対

し
意
思
形
成
や
国
政
へ
の
関
与
に
必
要
な
情
報
の
公
開
を
要
求
す
る
請
求
権
（
狭
義
）
に
分
類
で

35
）

き
る
。
広
義
の
知
る
権
利
は
、
国
政
情

報
を
含
む
公
的
・
社
会
的
情
報
に
自
由
に
接
近
し
て
受
領
・
収
集
す
る
自
由
（
知
る
自
由
）
で
、
早
く
か
ら
司
法
の
承
認
を
受
け
て

36
）

き
た
。

広
義
の
知
る
権
利
は
、
実
際
は
報
道
機
関
に
よ
り
充
足
さ
れ
る
部
分
が
少
な
く
な
い
た
め
、
報
道
・
取
材
の
自
由
と
不
可
分
の
関
係
に
あ

る
。
狭
義
の
知
る
権
利
は
、
政
府
が
保
有
し
て
い
る
情
報
に
対
す
る
積
極
的
な
情
報
収
集
権
（
情
報
公
開
請
求
権
）
で
、
そ
の
憲
法
的
根

拠
に
関
す
る
最
高
裁
の
明
瞭
な
論
及
が
な
い
も
の
の（
下
級
審
で
は
多
数
散
見
さ
れ
る
）、
表
現
の
自
由
が
そ
の
中
心
に
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
実
際
、
情
報
公
開
法
も
目
的
条
項
に
知
る
権
利
の
明
示
は
な
い
も
の
の
、
狭
義
の
知
る
権
利
を
前
提
に
成
立
・
存
立
し
て

い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

２
）
知
る
権
利
と
情
報
公
開

以
上
の
よ
う
な
知
る
権
利
の
構
造
に
鑑
み
れ
ば
、
国
家
機
密
も
政
府
情
報
で
あ
る
だ
け
に
、
広
狭
両
面
の
知
る
権
利
か
ら
の
挑
戦
に
直

面
す
る
。
し
か
し
、
特
定
秘
密
保
護
法
は
広
義
の
知
る
権
利
の
脈
絡
か
ら
知
る
権
利
を
明
記
し
て
い
る
の
み
で
、
狭
義
の
知
る
権
利
つ
い

て
は
特
定
秘
密
が
指
定
解
除
に
至
ら
な
い
限
り
、
根
本
的
に
封
鎖
す
る
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
情
報
公
開
法
が
い
わ
ゆ
る
国
家

37
）

機
密
を
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不
開
示
情
報
の
一
つ
と
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
。
し
か
も
、
特
定
秘
密
は
指
定
か
ら
解
除
さ
れ
て
も
情
報
開
示
が
実

現
さ
れ
る
保
証
は
な
い（
指
定
の
有
効
期
間
が
三
〇
年
上
限
の
特
定
秘
密
は
総
理
の
同
意
下
で
廃
棄
も
可
能
）。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

行
政
府
の
牽
制
機
関
で
あ
る
の
国
会
と
裁
判
所
も
調
査
・
審
理
の
際
、
行
政
機
関
の
判
断
次
第
で
は
特
定
秘
密
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
拒
ま
れ

る
。一

方
、
広
義
の
知
る
権
利
も
特
定
秘
密
保
護
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
次
の
よ
う
な
事
実
か
ら
実
効
性
に
乏
し
い
。
第
一
に
、

同
規
定
が
努
力
義
務
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
別
論
と
し
て
も
、
特
定
秘
密
の
広
汎
性
と
そ
の
真
の
監
督
機
関
の
不
在
に
よ
り
安
全
保
障
・
治

安
に
関
す
る
膨
大
な
情
報
が
国
民
の
耳
目
か
ら
遊
離
さ
れ
、
後
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
報
道
機
関
の
「
正
当
業
務
行
為
」
を
通
じ
て
の
み

そ
れ
に
対
す
る
接
近
・
認
知
が
辛
う
じ
て
期
待
で
き
る
。
第
二
に
、
特
定
秘
密
保
護
法
は
既
存
の
国
家
機
密
法
制
（
国
家
公
務
員
法
、
自

衛
隊
法
等
）
と
比
較
す
る
と
、
犯
罪
に
対
す
る
厳
格
な
厳
罰
性
、
官
民
を
問
わ
ず
侵
害
犯
は
勿
論
、
共
謀
・
教
唆
・
煽
動
等
危
険
犯
に
対

す
る
包
括
的
な
制
裁
を
予
定
し
て
い
る
た
め
、
不
可
避
的
に
関
連
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
著
述
・
研
究
活
動
と
内
部
告
発
の
萎
縮
を
招
く
。

第
三
に
、
国
民
の
知
る
権
利
は
後
述
す
る
報
道
・
取
材
の
自
由
を
説
明
す
る
た
め
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で

38
）

あ
る
。
よ
っ
て
、

過
度
な
行
政
裁
量
に
よ
り
特
定
秘
密
の
美
名
下
で
違
憲
・
違
法
秘
密
が
特
定
秘
密
と
し
て
指
定
さ
れ
て
も
、
そ
の
事
実
関
係
に
対
す
る
国

民
の
知
る
権
利
の
実
現
は
ほ
ぼ
絶
望
的
で
あ
る
。
結
局
、
特
定
秘
密
保
護
法
上
の
国
民
の
知
る
権
利
に
関
す
る
規
定
の
実
効
性
の
欠
如
に

注
目
す
れ
ば
、
政
府
・
自
民
党
の
同
規
定
を
め
ぐ
る
豹
変
（
当
初
は
未
規
定
、
法
案
提
出
の
直
前
に
公
明
党
の
要
求
に
よ
り
規
定
）
は
法

律
成
立
を
優
位
に
進
め
る
た
め
の
取
引
材
料
だ
っ
た
か
も
知
れ

39
）

な
い
。

こ
の
よ
う
な
知
り
権
利
の
機
能
不
全
は
、
特
定
秘
密
保
護
法
以
前
に
国
民
の
知
る
権
利
を
基
盤
と
す
る
情
報
公
開
・
管
理
法
制
に
も
顕

著
に
見
ら
れ
る
。
現
行
情
報
公
開
法
は
目
的
条
項
に
知
る
権
利
の
明
記
を
回
避
し
て
い
る
の
は
勿
論
、
国
家
機
密
を
含
む
不
開
示
情
報
の

広
汎
性
（
第
五
条
）、
行
政
文
書
の
存
否
応
答
拒
否
制
度
（
第

40
）

八
条
）、
非
開
示
処
分
取
消
請
求
訴
訟
手
続
に
お
い
て
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
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非
採
用
等
の
制
度
上
の
問
題
点
に
加
え
、
実
務
上
積
極
的
な
情
報
開
示
が
行
わ
れ
て
い

41
）

な
い
。
し
か
も
、
情
報
公
開
法
の
施
行
前
に
不
都

合
な
真
実
等
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
行
政
文
書
が
大
量
に
破
棄
さ

42
）

れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
情
報
公
開
制
度
の
実
効
性
を
確

保
す
る
た
め
の
公
文
書
管
理
法
の
立
法
が
遅
延
さ
れ
た
（
二
〇
〇
九
年
制
定
）
上
、
同
法
は
他
の
法
律
・
命
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場

合
は
同
法
の
適
用
を
除
外
し
て
い
る（
第
三
条
）。
実
際
、
国
会
と
裁
判
所
の
公
文
書
、
検
察
の
刑
事
事
件
文
書
、
防
衛
秘
密
等
は
同
法
の

規
律
を
受
け
て
お
ら
ず
、
同
法
の
目
的
条
項
が
掲
げ
る
国
民
共
有
の
知
的
資
源
に
対
す
る
主
権
者
で
あ
る
国
民
の
主
体
的
利
用（
第
一
条
）

と
は
相
当
乖
離
が
あ
る
。

国
民
主
権
（
民
主
主
義
）
の
原
理
に
基
づ
く
国
民
の
国
政
参
加
は
、
そ
の
た
め
の
意
思
形
成
や
公
的
討
論
の
基
礎
と
な
る
政
府
情
報
へ

の
十
分
な
ア
ク
セ
ス
の
保
障
が
な
け
れ
ば
砂
上
の
楼
閣
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
政
府
情
報
へ
の
国
民
の
ア
ク
セ
ス
の
保
障
は
、
政
府

の
裁
量
行
為
で
は
な
く
、
国
民
主
権
の
原
理
の
下
国
民
か
ら
公
権
力
の
付
託
を
受
け
て
い
る
政
府
の
自
ら
の
活
動
に
つ
い
て
説
明
す
る
責

務
（

43
）

a
cco

u
n
ta
b
ility

）
で
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
説
明
責
任
に
よ
れ
ば
、
国
民
か
ら
情
報
公
開
請
求
が
な
い
場
合
で
も
、
政
府
が

国
民
に
対
し
行
政
活
動
に
関
す
る
情
報
を
積
極
的
に
提
供
し
、
行
政
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
説
明
す
る
責
務
を
負
う

と
言
え

44
）

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
政
府
は
政
府
情
報
へ
の
広
狭
両
面
の
知
る
権
利
を
実
質
的
に
保
障
す
べ
き
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上

述
し
た
よ
う
に
現
行
情
報
公
開
・
管
理
法
制
の
現
実
は
、
政
府
に
よ
る
情
報
独
占
・
統
制
が
容
認
さ
れ
か
ね
な
い
構
造
で
あ
る
。

従
っ
て
、
国
家
機
密
保
護
も
重
大
な
事
案
で
あ
る
が
、
秘
匿
の
要
否
を
問
わ
ず
政
府
情
報
の
最
終
所
有
者
が
国
民
で
あ
る
と
い
う
事
実

に
立
脚
す
れ
ば
、
政
府
情
報
の
公
開
原
則
に
充
実
し
た
情
報
公
開
・
管
理
法
制
の
再
定
立
が
先
決
課
題
で
あ
る
。
そ
の
上
、
特
定
秘
密
保

護
法
を
再
考
し
、
国
家
安
保
と
直
結
し
た
必
要
最
小
限
の
国
家
機
密
に
限
っ
て
例
外
的
扱
い
を
許
容
す
る
立
法
へ
の
変
更
を
模
索
す
べ
き

で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
国
家
機
密
の
概
念
は
時
間
と
空
間
に
よ
り
相
対
的
で
あ
る
た
め
、
そ
の
公
開
が
国
民
の
利

益
と
判
断
さ
れ
る
と
き
に
は
、
保
護
期
間
と
関
係
な
く
、
政
府
の
自
発
的
な
公
開
・
説
明
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
国
民
の
公
開
請
求
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権
も
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
秘
密
と
報
道
・
取
材
の
自
由

特
定
秘
密
保
護
法
第
二
二
条
第
二
項
は
出
版
・
報
道
従
事
者
の
取
材
行
為
は
、
専
ら
公
益
を
図
る
目
的
を
有
し
、
か
つ
、
法
令
違
反
ま

た
は
著
し
く
不
当
な
方
法
に
よ
ら
な
い
限
り
、
正
当
業
務
行
為
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
同
規
定
は
、
報
道
機
関
が
正
当
業
務
行
為
に

よ
り
特
定
秘
密
犯
罪
（
漏
洩
等
）
を
犯
し
て
も
免
罰
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
早
く
か
ら
最
高
裁
が
「
報
道
機

関
の
報
道
は
、
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
、
国
民
が
国
政
に
関
与
す
る
に
つ
き
、
重
要
な
判
断
の
資
料
を
提
供
し
、
国
民
の『
知
る
権
利
』

に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
判
示

45
）

し
た
よ
う
に
、
報
道
機
関
の
対
国
民
関
係
に
お
い
て
そ
の
公
共
的
使
命
を
重
視
し
、
一
種
の
特
権
を

付
与
し
た
も
の
と
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
同
規
定
は
、
公
務
員
以
外
の
者
に
よ
る
国
家
機
密
の
保
有
・
流
布
等
を
免
罰
す

る
ツ
ワ
ネ
原
則
の
発
想
と
根
本
的
に
異
な
り
、
一
九
八
六
年
提
示
さ
れ
た
防
衛
秘
密
に
係
る
ス
パ
イ
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
法
律
案
が

報
道
機
関
の
報
道
・
取
材
の
自
由
の
制
限
を
狙
っ
て
盛
り
込
ん
で
い
た
「
出
版
又
は
報
道
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が
、
専
ら
公
益
を
図
る

目
的
で
、
防
衛
秘
密
を
公
表
し
、
又
は
そ
の
た
め
に
正
当
な
方
法
に
よ
り
業
務
上
行
っ
た
行
為
は
、
こ
れ
を
罰
し
な
い
」（
第
一
三
条
第
二

項
）
と
い
う
規
定
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
提
起
さ
れ
た
批
判
か
ら
基
本
的
に
自
由
に
な
れ
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

第
一
に
、
出
版
・
報
道
従
事
者
の
範
囲
等
テ
ク
ニ
カ
ル
な
問
題
は
別
論
と
し
て
も
、「
専
ら
公
益
を
図
る
目
的
」
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が

極
め
て
低
い
。
こ
れ
は
、
名
誉
毀
損
の
違
法
性
阻
却
事
由
（
刑
法
第
二
三
〇
条
の
二
第
一
項
）
が
掲
げ
る
私
的
利
益
に
対
す
る
対
抗
と
し

て
の
「
専
ら
公
益
を
図
る
目
的
」
と
は
次
元
が
異
な
る
、
国
家
の
存
立
に
関
係
す
る
国
家
機
密
の
秘
匿
利
益
と
の
比
較
衡
量
に
お
い
て
優

位
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

46
）

あ
る
。
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第
二
に
、
報
道
機
関
の
「
正
当
業
務
行
為
」
と
認
め
ら
れ
な
い
「
著
し
く
不
当
な
方
法
」
に
よ
る
取
材
行
為
に
対
す
る
司
法
当
局
の
恣

意
的
解
釈
の
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
。
司
法
当
局
が
法
令
違
反
に
は
至
ら
な
い
取
材
行
為
に
つ
き
、
そ
の
正
当
性
の
有
無
を
判
断
す
る

の
は
基
本
的
に
筋
道
が
立
た
な
い
こ
と
は
勿
論
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
取
材
行
為
が
「
著
し
く
不
当
な
方
法
」
に
よ
る
も
の
か
に
関
す

る
基
準
設
定
も
容
易
で
は

47
）

な
い
。
こ
れ
に
関
し
、「
沖
縄
密
約
事
件
」
最
高
裁
決
定
は
、「
報
道
機
関
が
取
材
の
目
的
で
公
務
員
に
対
し
秘

密
を
漏
示
す
る
よ
う
に
そ
そ
の
か
し
﹇
て
も
﹈、
そ
れ
が
真
に
報
道
の
目
的
か
ら
で
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
手
段
・
方
法
が
法
秩
序
全
体
の

精
神
に
照
ら
し
相
当
な
も
の
と
し
て
社
会
観
念
上
是
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
実
質
的
に
違
法
性
を
欠
き
正
当
な
業
務
行
為
」
と

し
、「
取
材
の
手
段
・
方
法
が
贈
賄
、
脅
迫
、
強
要
等
の
一
般
の
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
伴
う
場
合
は
勿
論
、
そ
の
手
段
・
方
法
が
一

般
の
刑
罰
法
令
に
触
れ
な
い
も
の
で
あ
つ
て
も
、
取
材
対
象
者
の
個
人
と
し
て
の
人
格
の
尊
厳
を
著
し
く
蹂

す
る
等
法
秩
序
全
体
の
精

神
に
照
ら
し
社
会
観
念
上
是
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
態
様
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
も
、
正
当
な
取
材
活
動
の
範
囲
を
逸
脱
し
違
法
性
を

帯
び
る
」
と
判
示

48
）

し
た
。
同
決
定
に
よ
る
「
正
当
業
務
行
為
」
は
、
①
目
的
の
正
当
性
と
②
手
段
・
方
法
の
相
当
性
の
同
時
充
足
を
要
求

す
る
も
の
で
、
②
を
厳
格
に
解
釈
す
る
場
合
、
①
と
関
係
な
く
、
②
だ
け
で
「
正
当
業
務
行
為
」
の
有
無
が
決
せ
ら
れ
る
危
険
性
が

49
）

あ
る
。

例
え
ば
、
報
道
機
関
が
違
憲
・
違
法
秘
密
が
疑
わ
れ
る
国
家
機
密
に
対
し
、
国
民
の
知
る
権
利
の
観
点
か
ら
そ
の
探
知
・
収
集
・
漏
洩
を

図
っ
て
も
正
当
な
取
材
ル
ー
ト
か
ら
は
目
的
達
成
が
現
実
上
不
可
能
に
近
い
た
め
、「
著
し
く
不
当
な
方
法
」を
極
め
て
限
定
的
に
解
釈
し

な
い
限
り
、
免
罰
規
定
は
無
意
味
に
な
る
。
し
か
し
、
国
家
の
存
立
に
関
係
す
る
国
家
機
密
の
秘
匿
利
益
の
前
で「
著
し
く
不
当
な
方
法
」

が
極
め
て
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
は
希
薄
で
あ
る
。
政
府
が
、
特
定
秘
密
保
護
法
案
の
審
議
過
程
で
特
定
秘
密
の
漏
洩
防
止
の
た

め
、
公
務
員
と
報
道
関
係
者
の
接
触
に
関
す
る
規
範
の
新
設
を
示
唆
し
た
後
直
ち
に
撤
回

50
）

し
た
こ
と
も
、
こ
の
問
題
と
無
縁
で
は
な
い
と

言
え
よ
う
。

第
三
に
、
出
版
・
報
道
従
事
者
が
特
定
秘
密
犯
罪
で
起
訴
さ
れ
た
場
合
、「
専
ら
公
益
を
図
る
目
的
」
や
「
正
当
な
方
法
」
を
主
張
し
て
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積
極
的
な
防
禦
を
行
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
取
材
源
の
暴
露
を
伴
う
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
し

51
）

得
る
。
し
か
し
、
刑
事
上
取
材
源
の
秘
匿
権
は

判
例
上
必
ず
し
も
認
め
ら
れ
て
お

52
）

ら
ず
、
出
版
・
報
道
従
事
者
が
取
材
源
を
保
護
し
よ
う
と
す
れ
ば
、「
専
ら
公
益
を
図
る
目
的
」
や
「
正

当
な
方
法
」
の
積
極
的
な
立
証
を
放
棄
し
、
制
裁
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

結
局
、
免
罰
規
定
は
空
念
仏
に
過
ぎ
ず
、
国
民
の
知
る
権
利
に
奉
仕
す
る
報
道
機
関
の
報
道
・
取
材
の
自
由
が
特
定
秘
密
と
の
関
係
に

お
い
て
比
較
劣
位
に
置
か
れ
、
調
査
報
道
等
の
萎
縮
・
阻
害
は
必
至
で
あ
る
。

八

結
び
に
代
え
て

以
上
、
国
家
機
密
に
関
す
る
憲
法
原
理
や
国
際
原
則
に
照
ら
し
、
特
定
秘
密
保
護
法
の
主
要
論
点
に
つ
い
て
批
判
的
に
検
討
し
た
。
国

民
主
権
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
平
和
主
義
を
基
本
原
理
と
す
る
現
行
憲
法
の
下
、
国
家
機
密
法
制
は
国
家
安
保
に
直
結
し
た
情
報
に
限

り
厳
格
な
要
件
の
下
で
し
か
存
立
し
得
な
い
。
国
家
機
密
と
国
民
の
知
る
権
利
と
の
均
衡
を
探
究
し
た
、
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
原
則
や
ツ
ワ

ネ
原
則
等
国
家
機
密
に
関
す
る
国
際
原
則
は
、
正
当
な
国
家
安
保
の
利
益
を
前
提
に
国
家
機
密
の
存
在
を
認
め
つ
つ
も
、
厳
格
な
ル
ー
ル

を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
特
定
秘
密
保
護
法
は
、
必
ず
し
も
国
家
機
密
に
関
す
る
憲
法
原
理
や
国
際
原
則
に
立
脚
し
て
お
ら
ず
、
次

の
よ
う
な
問
題
点
や
欠
陥
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

第
一
に
、
明
確
な
立
法
事
実
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
特
定
秘
密
に
対
す
る
神
秘
主
義
を
助
長
し
、
超
憲
法
的
な
機
密
主
義
を
正
当

化
し
か
ね
な
い
。
第
二
に
、
特
定
秘
密
の
運
用
の
仕
組
み
は
、「
広
汎
か
つ
積
極
的
な
指
定
・
保
護
」
と
「
消
極
的
な
解
除
・
公
開
」
を
ベ
ー

ス
と
し
た
情
報
統
制
的
色
彩
が
強
い
。
第
三
に
、
行
政
府
の
特
定
秘
密
の
運
用
に
対
す
る
国
会
と
裁
判
所
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
は
限
定
的
で

あ
り
、
政
府
が
構
想
す
る
第
三
者
機
関
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
も
第
三
者
性
の
欠
如
に
よ
り
実
効
性
は
期
待
し
難
い
こ
と
か
ら
、
行
政
府
の
恣

意
的
な
特
定
秘
密
の
運
用
が
憂
慮
さ
れ
る
。
第
四
に
、
特
定
秘
密
の
秘
匿
利
益
と
国
民
の
知
る
権
利
の
利
益
と
の
関
係
は
、
均
衡
の
取
れ
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た
調
整
が
図
ら
れ
て
お
ら
ず
、
明
ら
か
に
前
者
に
重
き
が
置
か
れ
、
後
者
は
全
体
的
に
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
国
民
の
知
る
権

利
に
奉
仕
す
る
報
道
機
関
の
報
道
・
取
材
の
自
由
は
実
質
的
に
担
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
特
定
秘
密
に
絡
む
報
道
・
取
材
の
萎
縮
と
そ
の
反

動
と
し
て
権
力
濫
用
が
懸
念
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
膨
大
か
つ
重
大
な
問
題
点
や
欠
陥
に
鑑
み
、
特
定
秘
密
保
護
法
は
廃
止
ま
た
は
抜
本
的
な
修
正
が
求
め
ら
れ
る
。
同
法
を

修
正
す
る
場
合
は
、
国
家
機
密
に
関
す
る
憲
法
原
理
や
国
際
原
則
に
立
脚
し
つ
つ
、
既
存
の
国
家
機
密
法
制
の
全
体
的
脈
絡
か
ら
体
系
的

に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
前
に
優
先
的
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
国
民
の
知
る
権
利
に
十
分
応
え
て

い
な
い
情
報
公
開
・
管
理
法
制
の
強
化
で
あ
る
。
確
固
た
る
情
報
公
開
・
管
理
体
制
が
確
立
さ
れ
な
い
限
り
、
国
家
機
密
法
制
は
国
家
安

保
で
は
な
く
「
政
権
安
保
」
に
悪
用
さ
れ
る
危
険
性
が
高
い
。
究
極
的
に
国
家
安
保
も
、
国
家
機
密
の
国
家
統
制
で
は
な
く
、
国
民
の
国

家
機
密
を
含
む
国
政
運
営
に
関
わ
る
諸
情
報
へ
の
民
主
的
統
制
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

注１
）

こ
れ
に
よ
り
Ｍ
Ｄ
Ａ
秘
密
保
護
法
上
の
「
防
衛
秘
密
」
は
「
特
別
防
衛
秘
密
」
に
格
上
げ
さ
れ
た
。

２
）
「
行
政
機
関
が
保
有
す
る
国
の
安
全
、
外
交
上
の
秘
密
そ
の
他
の
国
の
重
大
な
利
益
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
公
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
特
に

秘
匿
す
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
当
該
機
関
の
長
が
指
定
し
た
も
の
」。

３
）

本
報
告
書
に
基
づ
く
秘
密
保
全
法
構
想
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
・
批
判
は
、
田
島
泰
彦
・
清
水
勉
編
『
秘
密
保
全
法
批
判
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）

参
照
。

４
）

定
例
四
大
臣
会
合
に
加
え
、
国
防
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
九
大
臣
会
合（
総
理
、
副
総
理
、
官
房
長
官
、
総
務
大
臣
、
外
務
大
臣
、
財
務
大
臣
、

経
産
大
臣
、
国
交
大
臣
、
防
衛
大
臣
、
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
）、
重
大
緊
急
事
態
等
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
緊
急
事
態
大
臣
会
合（
総
理
、
官

房
長
官
、
予
め
総
理
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
国
務
大
臣
）
の
三
形
態
の
会
合
が
存
在
す
る
。

５
）
「
公
に
な
っ
て
い
な
い
情
報
の
う
ち
そ
の
漏
え
い
が
我
が
国
の
安
全
保
障
に
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
取
得
す
る
た
め
の
活
動
、
核
兵
器
、
軍
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用
の
化
学
製
剤
若
し
く
は
細
菌
製
剤
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
散
布
の
た
め
の
装
置
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
若
し
く
は
無
人
航

空
機
又
は
こ
れ
ら
の
開
発
、
製
造
、
使
用
若
し
く
は
貯
蔵
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
特
に
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
物
を
輸
出
し
、
又
は
輸
入
す
る
た

め
の
活
動
そ
の
他
の
活
動
で
あ
っ
て
、
外
国
の
利
益
を
図
る
目
的
で
行
わ
れ
、
か
つ
、
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全
を
著
し
く
害
し
、
又
は
害
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
も
の
を
い
う
」（
第
一
二
条
第
二
項
第
一
号
）。

６
）
「
政
治
上
そ
の
他
の
主
義
主
張
に
基
づ
き
、
国
家
若
し
く
は
他
人
に
こ
れ
を
強
要
し
、
又
は
社
会
に
不
安
若
し
く
は
恐
怖
を
与
え
る
目
的
で
人
を
殺
傷
し
、

又
は
重
要
な
施
設
そ
の
他
の
物
を
破
壊
す
る
た
め
の
活
動
」（
第
一
二
条
第
二
項
第
一
号
）。

７
）

既
存
の
自
衛
隊
法
上
の
防
衛
秘
密
は
特
定
秘
密
の
一
分
野
で
あ
る
防
衛
に
関
す
る
事
項
と
重
複
す
る
た
め
、
特
定
秘
密
に
吸
収
さ
れ
た
（
付
則
第
三
条
）。

８
）

内
閣
の
承
認
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
指
定
に
係
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
保
存
期
間
の
満
了
と
と
も
に
、
こ
れ
を
国

立
公
文
書
館
等
に
移
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
四
条
第
六
項
）。

９
）

①「
武
器
、
弾
薬
、
航
空
機
そ
の
他
の
防
衛
の
用
に
供
す
る
物
（
船
舶
を
含
む
）」、
②「
現
に
行
わ
れ
て
い
る
外
国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
と
の
交
渉
に
不

利
益
を
及
ぼ
す
恐
れ
の
あ
る
情
報
」、
③「
情
報
収
集
活
動
の
手
法
又
は
能
力
」、
④「
人
的
情
報
源
に
関
す
る
情
報
」、
⑤「
暗
号
」、
⑥「
外
国
の
政
府
又
は
国

際
機
関
か
ら
六
〇
年
を
超
え
て
指
定
を
行
う
こ
と
を
条
件
に
提
供
さ
れ
た
情
報
」、
⑦「
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
に
準
ず
る
も
の
で
政
令
で
定

め
る
重
要
な
情
報
」（
第
四
条
第
四
項
）。

10
）

佐
藤
幸
治
・
松
井
茂
記
「
外
交
秘
密
と
『
知
る
権
利
』」
判
例
時
報
八
九
六
号
（
一
九
七
八
年
）
一
一
八
頁
参
照
。

11
）

過
去
、
判
例
上
下
級
審
で
は
形
式
秘
説
と
実
質
秘
説
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
実
質
秘
説
が
最
高
裁
に
よ
り
採
用
さ
れ
（
最
二
小
決
一
九
七
七
年
一
二
月
一

九
日
刑
集
三
一
巻
七
号
一
〇
五
三
頁
、
最
一
小
決
一
九
七
八
年
五
月
三
一
日
刑
集
三
二
巻
三
号
四
五
七
頁
）
定
着
し
て
お
り
、
学
説
も
こ
れ
と
軌
を
一
に
す

る
。

12
）

長
谷
川
正
安
「
現
代
に
お
け
る
国
家
機
密
と
ス
パ
イ
等
防
止
法
案
」
法
律
時
報
五
七
巻
一
二
号
（
一
九
八
五
年
）
六
頁
。

13
）

右
崎
正
博
「
国
家
秘
密
と
憲
法
原
理
」
田
島
泰
彦
・
清
水
勉
編
『
秘
密
保
全
法
批
判
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
八
八
頁
。

14
）

松
井
茂
記
『
日
本
国
憲
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
一
九
六
〜
一
九
七
頁
。

15
）

最
大
判
一
九
五
九
年
一
二
月
一
六
日
刑
集
一
三
巻
一
三
号
三
二
二
五
頁
。

16
）

石
村
善
治
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
七
〇
九
号
（
一
九
八
〇
年
）
三
〇
頁
。

17
）

S
a
n
d
ra

C
o
liv
er.

1998.
“C
o
m
m
en
ta
ry

to
:
T
h
e
Jo
h
a
n
n
esb

u
rg

P
rin
cip
les

o
n
N
a
tio
n
a
l
S
ecu

rity
,
F
reed

o
m
o
f
E
x
p
ressio

n
a
n
d

A
ccess

to
In
fo
rm
a
tio
n
”,
H
u
m
an

R
igh
ts
Q
u
arterly

2
0
(1
),
p
p
.
13 ～

14.
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18
）

詳
細
は
、
飯
野
守
「
国
の
安
全
、
表
現
の
自
由
及
び
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
原
則
」
法
律
時
報
六
八
巻
一
二
号
（
一
九
九
六
年
）

七
四
〜
七
七
頁
、
田
島
泰
彦
「
諸
外
国
は
国
家
の
秘
密
と
市
民
の
自
由
に
ど
う
向
き
合
っ
て
い
る
か
｜
は
じ
め
に
」
田
島
泰
彦
・
清
水
勉
編
『
秘
密
保
全
法

批
判
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
一
六
九
〜
一
七
一
頁
参
照
。

19
）

R
eso

lu
tio
n
1954

(2013).

20
）

毎
日
新
聞
二
〇
一
三
・
一
〇
・
二
六
付
朝
刊
。

21
）

端
的
に
、
政
府
が
外
国
か
ら
の
秘
密
情
報
を
入
手
す
れ
ば
そ
の
翌
日
新
聞
に
当
該
情
報
が
掲
載
さ
れ
る
等
の
比
喩
に
よ
り
日
本
国
内
に
多
数
の
ス
パ
イ
の

暗
躍
を
強
調
す
る
論
理
で
、
一
九
八
〇
年
代
国
家
機
密
法
制
の
提
案
の
背
景
に
も
な
っ
た
。

22
）

東
京
新
聞
二
〇
一
三
・
一
一
・
九
朝
刊
再
構
成
。

23
）

第
一
八
五
国
会
衆
議
院
本
会
議
二
〇
一
三
・
一
一
・
七
、
安
倍
総
理
答
弁
。

24
）

h
ttp
: //w

w
w
.o
h
ch
r.o
rg
/E
N
/N
ew
sE
v
en
ts /P

a
g
es /D

isp
la
y
N
ew
s.a
sp
x
?N
ew
sID

＝
14017&

L
a
n
g
ID
＝
E

25
）

最
一
小
決
一
九
七
八
年
五
月
三
一
日
刑
集
三
二
巻
三
号
四
五
七
頁
、
東
京
高
判
一
九
七
六
年
七
月
二
〇
日
判
時
八
二
〇
号
二
六
頁
。

26
）

第
一
八
五
国
会
衆
議
院
本
会
議
二
〇
一
三
・
一
一
・
一
一
、
森
雅
子
・
特
定
秘
密
保
護
法
案
担
当
大
臣
答
弁
。

27
）

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
特
定
秘
密
保
護
法
案
及
び
防
衛
省
の
秘
密
解
除
後
の
文
書
公
開
と
破
棄
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
二
〇
一
三
・
一

二
・
六
）。

28
）

綿
織
淳
・
丸
山
輝
久
・
藤
森
勝
年
「
情
報
法
制
の
基
本
原
理
と
国
家
秘
密
法
案
」
法
律
時
報
五
九
巻
五
号
（
一
九
八
七
年
）
二
八
頁
。

29
）

宍
戸
常
寿
「
特
定
秘
密
保
護
法
案
の
核
心
」
世
界
第
八
五
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
八
九
頁
。

30
）

宇
賀
克
也
『
情
報
公
開
法
の
理
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
一
頁
。

31
）

奥
平
康
弘
『
表
現
の
自
由

』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
一
一
頁
、
佐
藤
幸
治
『
憲
法
﹇
第
三
版
﹈』（
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
）
五
一
三
〜
五
一
七
頁

等
。

32
）

石
村
善
治
「
知
る
権
利
」
和
田
英
夫
他
編
著
『
有
倉
遼
吉
教
授
還
暦
記
念

体
系
・
憲
法
判
例
研
究

基
本
的
人
権
⑴
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
四
年
）

一
九
〇
頁
。

33
）

奥
平
康
弘
『
知
る
権
利
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
二
八
〜
三
三
頁
、
奥
平
康
弘
『
表
現
の
自
由

』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
八
九
頁
。

34
）

最
大
判
一
九
八
九
年
三
月
八
日
民
集
四
三
巻
二
号
八
九
頁
。

35
）

芦
部
信
喜
『
人
権
と
議
会
政
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
四
八
〜
五
〇
頁
。
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36
）

最
大
決
一
九
六
九
年
一
一
月
二
六
日
刑
集
二
三
巻
一
一
号
一
四
九
〇
頁
、
最
決
一
九
七
八
年
五
月
三
一
日
刑
集
三
二
巻
三
号
四
五
七
頁
等
。

37
）
「
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
、
他
国
若
し
く
は
国
際
機
関
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
又
は
他
国
若
し
く
は
国
際

機
関
と
の
交
渉
上
不
利
益
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
行
政
機
関
の
長
が
認
め
る
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
情
報
」（
第
五
条
第
三
号
）。

38
）

田
島
泰
彦
「『
秘
密
法
案
』
は
こ
の
国
の
言
論
を
ど
う
変
え
る
か
」
放
送
レ
ポ
ー
ト
第
二
四
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
二
頁
。

39
）

結
城
洋
一
郎
「『
特
定
秘
密
保
護
法
』
案
の
内
容
と
問
題
点
」
北
海
道
自
治
研
究
五
三
九
号
（
二
〇
一
三
年
）
五
頁
。

40
）

開
示
請
求
に
対
し
、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
が
存
在
し
て
い
る
か
否
か
を
答
え
る
だ
け
で
、
不
開
示
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、

行
政
機
関
の
長
が
、
当
該
行
政
文
書
の
存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
で
、
当
開
示
請
求
を
拒
否
で
き
る
制
度
。

41
）

総
務
省
「
平
成
二
四
年
度
に
お
け
る
行
政
機
関
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
情
報
公
開
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
（
概
要
）」
に
よ
る
と
、
二
〇
一
二
年
度
、

行
政
機
関
に
対
す
る
情
報
開
示
請
求
に
つ
い
て
の
結
果
は
、
全
部
開
示
決
定
五
〇
・
六
％
、
部
分
開
示
決
定
四
七
・
二
％
、
非
開
示
決
定
二
・
二
％
、
独
立

行
政
法
人
等
に
対
す
る
情
報
開
示
請
求
に
つ
い
て
の
結
果
は
、
全
部
開
示
決
定
四
二
・
六
％
、
部
分
開
示
決
定
四
七
・
一
％
、
非
開
示
決
定
一
〇
・
三
％
で
、

い
ず
れ
の
全
部
開
示
決
定
も
全
体
の
約
半
数
に
止
ま
る
。

42
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
情
報
公
開
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
「
各
行
政
機
関
の
文
書
廃
棄
量
調
査
結
果
」（
二
〇
〇
四
・
一
二
・
七
）。
代
表
的
な
事
例
と
し

て
、
い
わ
ゆ
る
「
沖
縄
密
約
事
件
」（
西
山
太
吉
・
毎
日
新
聞
記
者
が
戦
後
米
国
に
占
領
さ
れ
た
沖
縄
の
返
還
（
一
九
七
二
年
）
に
関
す
る
日
米
密
約
（
米
国

側
が
負
担
す
べ
き
土
地
補
償
費
用
を
日
本
政
府
が
肩
代
わ
り
す
る
と
い
う
密
約
）
情
報
を
外
務
省
の
女
性
事
務
官
か
ら
肉
体
関
係
後
入
手
・
暴
露
し
（
一
九

七
一
年
）、
有
罪
判
決
を
受
け
た
事
件
）
の
張
本
人
で
あ
る
西
山
が
後
に
提
起
し
た
同
密
約
を
め
ぐ
る
情
報
公
開
請
求
訴
訟
で
東
京
高
裁
（
東
京
高
判
二
〇
一

一
年
九
月
二
九
日
判
時
二
一
四
二
号
三
頁
）
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
に
関
す
る
情
報
は
廃
棄
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

43
）

右
崎
正
博
「
情
報
公
開
法
」
法
学
教
室
第
二
三
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
五
頁
。

44
）

宇
賀
克
也
『
情
報
公
開
法
の
理
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
〜
六
頁
。

45
）

最
大
決
一
九
六
九
年
一
一
月
二
六
日
刑
集
二
三
巻
一
一
号
一
四
九
〇
頁
。

46
）

奥
平
康
弘
「
再
び
国
家
秘
密
法
に
つ
い
て
｜

報
道
人
免
罰
規
定
の
意
味
」
世
界
第
四
九
八
号
（
一
九
八
七
年
）
一
二
四
〜
一
二
七
頁
。

47
）

森
大
臣
は
「
沖
縄
密
約
事
件
」
に
お
い
て
西
山
の
行
為
に
匹
敵
す
る
の
は
「
著
し
く
不
当
な
方
法
」
と
し
て
処
罰
対
象
と
な
る
こ
と
を
示
唆
し
た
が
（
毎

日
新
聞
二
〇
一
三
・
一
〇
・
二
二
付
夕
刊
）、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
本
件
の
本
質
を
糊
塗
す
る
（
密
約
自
体
の
存
否
が
本
質
的
論
点
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

西
山
と
外
務
省
の
女
性
事
務
官
と
の
肉
体
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
）
こ
と
で
、「
正
当
業
務
行
為
」
を
狭
く
解
釈
す
る
余
地
を
残
す
。

48
）

最
一
小
決
一
九
七
八
年
五
月
三
一
日
刑
集
三
二
巻
三
号
四
五
七
頁
。
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49
）

右
崎
正
博
「
沖
縄
密
約
事
件
｜

国
家
の
秘
密
と
取
材
の
自
由
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
第
二
八
三
号
（
一
九
七
八
年
）
五
一
頁
。

50
）

産
経
新
聞
二
〇
一
三
・
一
一
・
三
〇
付
朝
刊
。

51
）

上
口
裕
「
刑
事
手
続
法
か
ら
み
る
国
家
秘
密
法
の
問
題
点
」
法
律
時
報
五
九
巻
五
号
（
一
九
八
七
年
）
四
四
〜
四
五
頁
、
宍
戸
常
寿
「
特
定
秘
密
保
護
法

案
の
核
心
」
世
界
第
八
五
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
八
九
〜
九
〇
頁
。

52
）

最
大
判
一
九
五
二
年
八
月
六
日
刑
集
六
巻
八
号
九
七
四
頁
。
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A Studyon theSpecial SecrecyLaw

Younghak HAN

The purpose of this article is to criticallyexamine the special secrecy

law passed in December 2013. I found that the law is not grounded in

constitutionalprincipleandinternationalprincipleofstatesecrecy. First,

sincea clear legislativefact does not exist,the lawfostersmysticism for

thespecialsecrecy,and it could justifytheextra-constitutionalconfidenti-

ality. Second, the mechanism of the law has the strong information

controlnaturebasedonnotonly‘extensiveclassificationandprotectionof

secrecy’,butalso‘passivedeclassificationanddiscloseofsecrecy’. Third,

thecheck bytheParliament and thecourt to thespecialsecrecyisrestric-

tive,andthecheckbythethirdpartycannotexpecteffectivenessduetothe

absence of independence. Therefore arbitrary operation of the specific

secrecybytheExecutivebranch isconcerned. Fourth,theinterest ofthe

confidentiality of special secrecy and the people’s right to know is not

harmonized;theweight is clearlyplaced on the former and the latter is

neglected wholly. Especially freedom of the press to serve the right to

knowofthepeoplearenot securedsubstantially,thereforeabuseofpower

is concerned.

In thelight oftheseriousdefectsofthespecialsecrecylaw,it shouldbe

abolishedorthoroughlyamended. Whenamending thelaw,itisnecessary

toapproachsystematicallyfromtheoverallcontextofstatesecretslegisla-

tionsundertheconstitutionalprincipleand internationalprincipleofstate

secrecy.
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